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電子帳簿保存法に係る事務処理要領

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（以下「電子帳簿

保存法」といい、同法施行規則を「電子帳簿保存法規則」という。また、所得税法等の一部を改正する

法律（令和 3年法律第11号）による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方

法等の特例に関する法律を「旧電子帳簿保存法」といい、同法施行規則を「旧電子帳簿保存法規則」と

いう。）に係る事務（税務署長に提出される届出書等の処理、要件適合性に関する事前相談、承認取消

等の決議書及び通知書の作成並びに当該通知書の送付等に関する事務をいう。）及び電子帳簿保存法を

適用して国税関係帳簿書類を保存している者に対する調査等（加算税の賦課決定に係る処理を含む。）

については、電子帳簿保存法の趣旨及び内容を踏まえ、関係局署及び各課（部門）間の連携協調にも配

意しつつ、次により行う。

なお、業務センター室（以下「センター」という。）及びセンター対象署（酒類指導官又は酒類指導

官非設置署における酒税担当（部門） （以下「酒類指導官等」という。）を除く．）における第 2及び第

5の取扱いについては、別冊による。

おって、本事務処理要領に定めのない事務処理手続については、原則として各主管課事務提要等に従

って適切に実施する。

第 1 届出書等の提出部数

電子帳簿保存法に規定する届出書並びに1日電子帳簿保存法に規定する申請書及び届出書のうち、令

和4年 1月1日以後提出される届出書及び申請書（以下これらを総称する場合には「届出書等Jとい

う。）の提出部数は、届出等（届出及び申請をいう。以下同じ。）に係る税目等の数にかかわらず原則

として 1部とするが、次の①及び②に掲げる国税関係帳簿書類に係る届出書等は2部とする。

なお、次の①又は②に掲げる国税関係帳侮書類に係る届出書等であっても、添付書類は 1部で差し

支えないこととする，

① 「調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令（昭和24年大蔵省令第49号）」第 1項第 1号ない

し第4号の規定により国税局調査（査察）部において課税標準の調査及び検査を行うこととされて

いる法人等（以下「調査課所管法人」という。）の法人税及び消費税に係る国税関係帳簿書類

② 「国税局課税部等の統括国税調奎官等の所掌に属する事務の範囲を定める省令（昭和52年大蔵省

令第32号）」第2条の規定により国税局課税（第二）部において課税標準の調査及び検査を行うこ

ととして国税局長が指定した製造場等（以下「局所管製造場等」という。）の酒税、たばこ税、揮

発浪税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、・電源開発促進税及び国

際繊光旅客税に係る国税関係帳簿書類

1111 届出書等の種類は、「届出書等の種類」【別表】のとおりである。

なお、届出書等には、所轄税務署長に対して直接に提出するものと、電子帳簿保存法規則第

2条第10項（同規則第 5条第4項において準用する場合を含む。）の規定を適用して所轄外税

務署長を経由して提出するもの（以下「便宜提出届出書等」という。）とがある。

2 便宜提出届出書等の提出部数については、所轄税務署長ごとに 1部（上記の①又は②に掲げ

る国税関係帳簿書類に係る届出書等は2部）となるが、その添付書類については、便宜提出届

出書等の数にかかわらず全体で 1部として差し支えないこととする。
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第2 届出書等の処理

届出書等は、次により処理する。

なお、「国税関保鋲比忠書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存の承認申請

書」については、 1日電子帳簿保存法上、その申請書に係る審査のための期間が最短で3か月間となる

（申請書の提出期限が国税関係帳簿書類の電磁的記録等による備付け又は保存を行おうとする日の

3か月前であり、かつ、当該備付け又は保存を行おうとする日の前日までに所轄税務署長の処分がな

いときには、その日をもって承認があったとみなされることとなる。）ことを踏まえ、処理を滞らせ

ることのないよう留意する。

1 管理運営部門における処理

管理運鴬部門においては、受理した届出書等（郵送分については総務課から回付）に基づき、受理

後速やかに、次の処理を行う。

なお、他署を所轄税務署とする便宜提出届出書等については、次の(I)及び(2)の処理を了した後、収

受事績のみをKSKに入力した上で、 (4)及び(5)に基づき課税部門に引き継ぐ。

おって、課税部門から回付された自署を所轄税務署とする便宜提出届出書等については、 (I)及び(2)

の処理を要しない（経由する所轄外税務署において実施済みである。）ことに留意する。

Ill 届出書等の審査

次の事項について審査を行う。

① 提出先に誤りはないか。

② 提出期限を徒過していないか。

③ 記載が必要な各欄につき記載漏れはないか。

④ 提出部数に不足はないか。

(2) 届出書等の補正等

(I)の審査の結果、不備があるものについては、次により処理する。

イ 提出先を誤っている場合

他署管内に納税地を有する者から提出されたもの（便宜提出届出書等を除く。）は、当該届出

書等を提出した者に連絡して今後は所轄税務署へ提出するよう指導した上で、所轄税務署へ移送

することして差し支えない。

ロ 提出期限を徒過している場合

提出期限を徒過している旨を適宜の方法で当該届出書等を提出した者へ連絡する。その際、届

出者等から、当該届出書等の編磁的記録の保存に代える日又は基準日等の年月日を訂正する旨の

申し出があった場合には、当該届出書等を提出期限内に提出されたものとして取り扱い、その旨

を届出書等の税務署処理欄の「（摘要）」欄に記載する。

なお、「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける

旨の届出書」（「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控

除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」が提出された場合において、過少

申告加算税の特例の適用を受ける旨が記入されている場合を含む。）（以下「特例適用届出書」

という。）については、第4の3(2)による取扱いを考慮し、提出者への連絡や訂正の必要はない

ことに留意する。
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ハ記載に不備がある場合

当該届出書等を提出した者へ適宜の方法でその旨を連絡し、その補正を求めるとともに、その

事績を届出書等の税務署処理欄の「（摘要）」欄に記載する。

二 提出部数が不足する場合

当該届出書等を提出した者へ適宜の方法でその旨を連絡し、不足分の提出依頼等を行う。

(3) 収受事績・届出事績のKSK入力

(2)までの処理を了した届出書等の収受事績を入力した後、次のイ～ハの区分に応じて届出事績の

入力を行うが、次の①又は②の場合には、一の届出書により複数の届出事績の入力が必要になるた

め、留意する。

①特例適用届出書又は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申

告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」のうち、 65万円の青色申

告特別控除の適用のみ受ける旨が記入されている届出書の (2) 「その他参考となる事項」欄

に取りやめようとする承認済国税関係帳簿（旧電子帳簿保存法の承認を受けている国税関係帳簿

をいう。）の種類が記載されている場合

旧電子帳簿保存法第 7条第 1項に規定する「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の取り

やめの届出書」の提出があったものとみなし、 KSK「申請書等情報異動入力J又はKSK「電

子帳簿保存入力」により、取りやめの事績についても入力する。

② 「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用の取り

やめの届出書」及び「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書」

の兼用様式について、いずれについても届け出る旨の記載がある場合

それぞれについて提出があったものとして事績入力を行う。

また、届出事績を入力した後、届出書等については、入力した「入力年月日J及び「入力担当

者」を届出書等の税務署処理欄に記載するとともに、上記①又は②の処理を行った場合には、そ

の事績を税務署処理欄の「（摘要）」欄に記載する。

イ 所得税（源泉徴収に係るものを除く。）及び消費税（個人）

届出等に係る事績については、 KSK「申請書等情報異動入力」により所要の入力を行う。

なお、「編子帳簿適用年月日」には、「（備付け及び）保存に代える日」を入力することに留意

する。

ロ 法人税及び消費税（法人）、所得税（源泉徴収に係るものに限る。）、酒税

Ii)届出書等の提出があった場合には、 KSK「電子帳簿保存入力」により入力を行う。

I•) 申請書の提出があった場合は、「承認年月日」欄には、旧竜子帳簿保存法第6条第 5項に定

める「みなし承認のH」を入力する。なお、既に「取りやめの届出書」が提出されている場

合であっても、一旦承認申請事績を入力した後に取りやめの事績を入力することに留意する。

Ill個人事業者から提出された所得税（瀕泉徴収に係るものに限る。）及び酒税の申請書につ

いては、入力は要しない。また、電子帳簿保存法に係る保存義務者が、国税関係帳簿書類

に係る国税の納税義務者でない場合及び当該申請書に係る所轄税務署が法人税又は消費税

の納税地を管轄する税務署でない場合（例えば、本店と異なる所轄税務署管内に所在する

支店、営業所等が保存義務者の場合）も入力は要しない。

ハ間接諸税

間接諸税（たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印
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紙税、電源開発促進税及び国際観光旅客税をいう。以下同じ。）の届出書等の提出があった場合

には、口に準じて事績を入力する。ただし、個人事業者から提出された届出書等については、入

力は要しない。

(4) 「届出書等引継簿Jの出力等

(3)までの処理を了した後、「届出書等引継簿」を出力するとともに、その写しを作成する。

また、一の届出書等に複数の税目等に係る国税関係帳簿書類が記載されている場合には、届出書

等の回付先が明らかとなるよう、当該届出書等の税務署処理欄（「回付先J欄）の部門等の略称を

0で囲む。

15) 届出書等の回付等

(4)までの処理を了した届出書等に基づき、次に掲げる届出書等に係る税目等の区分に応じて、そ

れぞれに掲げる部署（以下「課税部門」という。）に届出書等 ((4)で作成した「届出書等引継簿」

（写し）を含む。）を回付する。この場合、複数部門に回付の必要が生じた場合には写しを作成し

た上、関係部門に回付することに留意する。

イ 所得税（源泉徴収に係るものを除く。）及び消費税（個人） 個人課税部門

ロ 法人税及び消費税（法人） 法人課税部門

ハ資料情報資料情報担当（部門）

— 所得税（源泉徴収に係るものに限る。） 源泉所得税担当（部門）

ホ間接諸税問接諸税担当（部門）

へ酒税酒類指導官等

なお、調査課所管法人の法人税及び消費税（法人）に係る届出書等については、 1部（添付書類

を含む。）を局調査（査察）部調査管理課に送付するとともに、その送付日を届出書等の税務署処

理欄に記載した 1部（添付書類を除く。）を法人課税部門に回付することに留意する。

2 課税部門における処理

課税部門においては、 1(5)に基づく届出書等の回付を受けた場合には、次の区分に応じて、それぞ

れに掲げる処理を行う。

なお、他署から自署を所轄税務署とする便宜提出届出書等の送付を受けた場合には、管理運営部門

に回付する。

(!) 一般事務整理簿への記載及び便宜提出届出書等の送付

イ 法人課税部門

法人課税部門の内部事務担当者は、管理運鴬部門から法人税及び消費税に係る届出書等及び他

署を所轄税務署とする便宜提出届出書等の回付を受けた場合には、それぞれ次に掲げる処理を行

う。

Ill 「一般事務整理簿（電子帳簿保存）」（法人課税部門用）【別紙様式1]にその届出書等の事

績を記載する。

（氾 自署を所轄税務署とする届出書等と同時に受理した他署を所轄税務署とする便宜提出届

出書等がある場合には、「便宜提出J欄等に所要の事項を記載する。

なお、他署を所轄税務署とする便宜提出届出書等のみを受理した場合には、便宜提出届出

書等（当該届出書等が複数ある場合には、いずれかーの届出書等）に基づき「一般事務整理

簿（電子帳簿保存）」（法人課税部門用）への記載及び「便宜提出」欄等の記載を行う。
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l•I 「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等に係る届出書等の送付書」【別紙様式5】

（以下「送付書Jという。）を作成し、これに届出書等（添付書類を含む。）を添付して決裁

を了した上、これらを当該申請書等に係る所轄税務署の法人課税部門に送付するとともに、

送付書の写し（決裁原義）を「一般事務整理簿（電子帳簿保存）」（法人課税部門用）の末尾

に編てつする。

ロ 資料情報担当（部門）

届出書等に基づき、イ［ばこ準じてその届出等の事績を「一般事務整理簿（電子帳簿保存）」（法

人課税部門用）に記載する。

また、他署を所轄税務署とする便宜提出届出書等については、イ1叶こ準じて当該届出書等に係

る所轄税務署の資料情報担当（部門）に送付する。

ハ源泉所得税担当（郡門）

届出書等に基づき、イ[111こ準じてその届出等の事績を「一般事務整理簿（電子帳簿保存）」（法

人課税部門用）に記載する。

また、他署を所轄税務署とする便宜提出届出書等については、イ［りに準じて当該届出書等に係

る所轄税務署の源泉所得税担当（部門）に送付する。

二 間接諸税担当（部門）

田届出書等に基づき、イ［ばこ準じてその届出等の事績を「電子帳簿保存整理簿（間接諸税用）」

［別紙様式2-1、2-2]に記載する。

また、他署を所轄税務署とする便宜提出届出書等については、イ［叶こ準じて当該届出書等に

係る所轄税務署の間接諸税担当（部門）に送付する。

Ill電子帳簿保存整理簿（問接諸税用）は、税目ごとの個人事業者、法人別に区分して記載す

ることに留意する。

日間接諸税担当（部門）は、届出書等が局所管製造場等に係る届出書等の場合には、速やかに

これらの届出書等を局消費税課に送付する。

ホ酒類指導官等

HI届出書等に基づき、イ［けに準じてその届出等の事績を「露子帳簿保存整理簿（酒税用）」【別

紙様式3]に記載する。

また、他署を所轄税務署とする便宜提出届出書等については、イ1,}に準じて、当該届出書等

に係る所轄税務署の酒類指導官等に送付する。

1,1酒類指導官は、届出書等が局所管製造場等に係る届出書等の場合には、速やかにこれらの届

出書等を局酒税課に送付する。

1111 個人課税部門の内部事務担当者は、所得税及び消費税に係る届出書等及び他署を所轄税務署

とする便宜提出届出書等の回付を受けた場合には、イに準じて処理を行う。その場合には、「一

般事務整理簿（電子帳簿保存）」（個人課税部門用） （別紙様式4】を用いる。

(2) 旧電子帳簿保存法に基づき提出される届出書等の処理

旧電子帳簿保存法に基づき提出される届出書等（【別表】の番号3、5及び7の届出書等をいう。

以下同じ。）の回付を受けた場合には、 (1)イ田に準じて整理簿（別紙様式1~4をいう。以下同じ。）

へその届出書等の事績を記載するとともに、平成10年5月28日付課法5-6ほか7課共同「竜子帳

簿保存法に係る事務処理要領の制定について」（事務運営指針）の第2の4 「審査担当者の処理」

に掲げる処理を行う。
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なお、調査課所管法人の法人税及び消費税（法人）に係る申請書については、実質審査は局で行

うため、整理簿へ所要の記載のみを行う。

(3) 届出書等の編てつ等

届出書等に基づき、次に掲げる区分に応じて、それぞれに掲げる処理を行う。

イ 個人課税部門

処理を了した届出書等（山林所得に係るものを含む。）は、署の実情に応じて氏名50音順又は

整理番号順若しくは各年分別に編てつして保管する。

ロ 法人課税部門（二、ホ及びへに該当する部署を除く。）

届出書等を法人課税ファイルに編てつして保管する。

ハ資料情報担当（部門）

届出書等を申請書靱りに編てつして保管する。

— 源泉所得税担当（部門）

届出書等を申請書綴りに編てつして保管する。

ホ 間接諸税担当（部門）

届出書等を間接諸税調査簿綴りに編てつして保管する。

へ酒類指導官等

届出書等を申請書綴りに編てつして保管する。

3 局調査（査察）部における処理

局調森（益察）部が 115)に基づく届出書等を管理運営部門又はセンターから受領した場合には、平

成15年7月2日付査調 2-645ほか6課共同「調査課事務提要の制定について」に従い処理する。

第3 システム等の要件適合性に関する事前相談等への対応

外部企業が受託開発するシステムや自社開発のシステム等を利用する納税者等から、そのシステム

等に係る電子帳簿保存法上の要件適合性について事前に問合せ、相談（以下「事前相談等」という。）

があった場合には「別紙様式6＿電帳法保存要件のチェックシート」及び「別紙様式7＿判定チェック

シート【優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置］」を要件適合性の判断の参考としつつ、

次により対応する。

なお、事前相談等には当該納税者等を所管する部署の担当者（以下「相談担当者」という。）が対

応するため、例えば調査課所管法人から税務署宛に事前相談等があった場合等、所管していない納税

者等から事前相談等があった場合には、当該納税者等に担当部署を教示した上で、担当部署へ事前相

談等があった旨を引き継ぐ。

また、システム等の要件適合性に関しない一般相談については、この相談体制によらず、「平成 22

年6月22日付官相4 『税務相談事務に係る基本的な対応について」（事務運鴬指針）」に基づき対応

することに留意する。

1 署所管の納税者等からの事前相談等

(1) 内容の聴取及び回答
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納税者等からの事前相談等があった場合には、相談担当者がその内容について聴取、回答を行う

こととし、現物を確認する必要が生じた場合には、実地の確認を行うものとする。この場合におけ

る実地の確認については、国税通則法第 7章の 2に規定する「調査」に当たらないことに留意する。

なお、相談担当者は事前相餃等の内容について「質疑応答せん」【別紙様式8】を作成する。当

該質疑応答せんは、適切に保管する。

(2) 回答が困難な場合等の対応

相談担当者において、回答が困難又は、他の相談事例に影響があると判断した場合（以下「回答

が困難な場合等」という。）、次により対応する。

イ 税務署（相談担当者）

相談担当者は、事前相談等で作成した質疑応答せん及び参考資料等を自局課税総括課に送付し

て相談を行う。

ロ 国税局（局課税総括課）

局課税総括課は、相談担当者からの相談について内容を精査し、回答及び必要な支援（現地へ

の臨場等）を行う。

局課税総括課においても回答が困難な場合等であるときは、自局調査課へ事前相談等の内容

について相談することとし、それによっても回答が困難な場合等であるときは、下表のとおり

それぞれの基幹局課税総括課に質疑応答せんを送付して相談を行う。

相談局基幹局

東京国税局 札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、金沢国税局、沖縄国税事務所

大阪国税局 1名古屋国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局、熊本国税局

ノ、 国税局（基幹局課税総括課）

基幹局課税総括課は、相談局からの相談について内容を精査し、回答及び必要な支援を行う。

基幹局課税総括課においても回答が困難な場合等であるとき、若しくは自局管内の税務署から

受けた事前相談等の内容について回答が困嬢な場合等であるときは、自局調査開発課へ事前相談

等の内容について相談する。

なお、以上によっても事前相談等の内容について回答が困難な場合等であるときは、庁課税総

括課に質疑応答せんを送付して相餃を行う。

二 国税庁（庁課税総括課）

庁課税総括課は、基幹局課税総括課からの相談について、必要に応じて庁調査課と協議の上、

内容を精査し、回答を行う。

{3) 質疑応答せんの提出

相談担当者は、事前相談等についての情報共有を図る観点から、自局課税総括課の求めに応じて

質疑応答せんの写しを提出する。

また、局課税総括課は庁課税総括課からの求めに応じて写しを提出する。

2 調査課所管法人からの事前相談等

{1) 内容の聴取及び回答

調査課所管法人からの事前相該等があった場合には、相談担当者がその内容について聴取、回答

を行うこととし、必要に応じて実地の確認を行うものとする。この場合における実地の確認につい

ては、国税通則法第7章の 2に規定する「調査Jに当たらないことに留意する。
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なお、相談担当者は事前相談等の内容について質疑応答せんを作成する。当該質疑応答せんは、

適切に保管する。

12) 回答が困難な場合等の対応

相藪担当者において回答が困難な場合等であるときは、自局課税総括課へ事前相談等の内容につ

いて相餃することとし、それによっても回答が困難な場合等であるときは、事前相談等の内容につ

いて質疑応答せんを作成し、上記 112)口の表の区分に応じてそれぞれの基幹局調査開発課に送付し

て相談を行う。

なお、質疑応答せんには相談担当者の回答案を記載し、必要に応じて資料を添付の上送付するこ

とに留意する。

イ 国税局（基幹局調査開発課）

基幹局調査開発課は、相談局からの相談について内容を精査し、回答及び必要な支援を行う。

基幹局調査開発課においても回答が困難な場合等であるとき、若しくは自局管内の納税者等か

ら受けた事前相談等の内容について回答が困難な場合等であるときは、自局課税総括課と事前相

談等の内容について協議を行う。

なお、以上によっても事前相談等の内容について回答が困難な場合等であるときは、庁調査課

ヘ質疑応答せんを送付し相談を行う。

ロ 国税庁（庁調査課）

庁調査課は、基幹局調査開発課からの事前相談等について、必要に応じて庁課税総括課と協議

の上、内容を精査し、回答を行う。

{3) 質疑応答せんの提出

相絞担当者は、事前相談等についての情報共有を図る観点から、庁調査課の求めに応じて質疑応

答せんの写しを提出する。

3 事前相談等の対応事例の蓄積・共有

庁課税総括課及び庁調査課は、相談局及び基幹局から提出された「質疑応答せん」の写しを基に、

事前相談等に対する対応事例を蓄積・共有するとともに、各国税局等に事前相談等の対応事例を還元

する。

第4 調査等における留意事項

電子帳簿保存法を適用して国税関係帳簿書類等を保存している者への調査等に当たっては、以下の

点に留意する。

1 臨場時の留意事項

調査先等において、パソコン内に保存されている国税関係帳簿書類の提示を求める際には、調査先

等の業務における使用状況等に配意し、過度な負担を強いることのないよう、データのダウンロード

等の方法を組み合わせて行うこと。

また、国税関係帳簿書類を電磁的記録により保存している者に対して、それらを印刷して提出する

よう求める際には、竜子帳簿保存法の趣旨・目的に配意した上で必要な範囲にとどめ、基本的にはデ

ータのダウンロードによる提出を受けること。
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2 保存書類の判断に関する留意事項

電子帳簿保存法第4条第 1項、第2項若しくは第3項前段、第5条各項又は第7条に規定する財務

省令で定めるところ（以下「保存要件」という。）に従って保存等がされていない場合には、その保

存されている電磁的記録等は国税関係帳簿書類等（保存書類）とみなされず、保存すべき書類等の保

存がないことになるが、調査等においては、軽微な要件不適合の追及は行わず、改善の指導に留め、

その指導の内容等を調査経過記録書等に適宜記録する。

印軽微な要件不適合とは、その要件不適合の程度が、保存された電磁的記録等を国税関係帳簿書類

になり得るものとして確認した場合に、当該電磁的記録等に記録された事項について、調査にお

いて、国税関係帳簿書類と同程度に整然かつ明瞭に確認することができる等、当該要件の不適合

により電磁的記録等に基づく不正の疑念等が生じない租度であるものをいう。

なお、消費税の仕入税額控除の否認や青色申告の承認取消しについて判断の必要が生じた場合に

は、「別紙様式6＿電帳法保存要件のチェックシート」により保存要件の適合性を判断することとす

る。

各税における留意事項等は次のとおりである。

(1) 消費税の仕入税額控除

保存要件（電子帳簿保存法第 7条の規定を除く。）に従って保存等が行われていない場合には、

当該取引に係る仕入税額控除は適用されないこととなるが、保存要件の適合性の判断に当たっては、

その要件不適合の程度や保存の状況等を踏まえ、個々の事案毎に検討した上、適切に判断する。

Ill! 帳簿について、保存要件の不適合性の有無にかかわらず、その電磁的記録を紙出力した書

面の保存を行っており、当該書面に、帳簿に係る所定の事項が記載されている場合には、

仕入税額控除の要件を満たす帳簿の保存があることとなる。

2 令和5年9月まで（インボイス制度開始前）の取引に係る仕入税額控除の適用に当たっ

て、取引金額が 3万円未満の場合や、取引金額が 3万円以上の場合でインターネットを通

じて取引を行ったため請求書等が作成・交付されない（データのみが提供される）など請

求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があると認められる場合には、

帳簿に所定の事項を記載し保存することで仕入税額控除を適用できることとされていた

（旧消費税法 30⑦ただし書、旧同法施行令49①ー、二）。

3 令和 5年 10月以降（インポイス制度開始後）、「電子取引」を行った場合に仕入税額控除

の適用を受けるためには、原則、登録番号や消費税額等など適格請求書等として必要な事

項を満たすデータ（電子インボイス）の保存が必要となる（帳簿のみの保存で仕入税額控

除の適用を受けることができるのは、法令に規定された取引に限られる。）。

また、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力した書面等については、保存書類（国

税関係書類以外の書類）として取り扱わないこととされたが、消費税法上、電子インボイ

スを整然とした形式及び明瞭な状態で出力された書面を保存した場合には、仕入税額控除

の適用を受けることができる（消費税法 57の4⑥、同法施行規則 26の8)。なお、基準期

間における課税売上高が 1偉円以下又は特定期間における課税売上高が 5千万円以下の事

業者については、令和 5年 10月 1日から令和 11年 9月30日までの間に国内において行う

課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が 1万円未満である場合には、

一定の事項が記載された帳簿を保存することで仕入税額控除の適用を受けることができる
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経過措置が設けられている（所得税法等の一部を改正する法律（平成 28年法律第 15号）

附則第 53条の 2)。

{2) 青色申告の承認取消し（所得税及び法人税）

保存要件に従って保存等が行われていない場合には、青色申告の承認取消しの対象となるが、取

消しに当たっては、電磁的記録等の備付け又は保存の程度（電磁的記録に代わる書ilii等による備付

け又は保存の有無とその程度を含む。）、今後の改善可能性等を総合勘案の上、真に青色申告書を

提出するにふさわしいと認められるかどうかを、個々の事案毎に検討した上、適切に判断する。

I!) 旧電子帳簿保存法の承認を受けて保存等を行っている保存義務者について、旧電子帳簿保存法

第11条第3項の規定により読み替えられた所得税法又は法人税法の規定に基づき青色申告の承

認取消しを行う場合には、その前提として、旧電子帳簿保存法第8条の規定に基づく承認の取

消しを行う必要があることに留意する。

3 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置（法第8条第4項）の適用に関する留意事項

Ill 優良な電子帳簿の範囲

竜子帳簿保存法第8条第4項（（優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置）） （以下「本軽

減措置」という。）の規定の適用を受けるためには、所得税法施行規則第 58条第 1項に規定する仕訳

帳、総勘定元帳その他必要な帳簿（財務大臣の定める取引に関する事項の記載に係るものに限る。）、

法人税法施行規則第 54条に規定する仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿（売上げ等一定の事項の

記載に係るものに限る。）又は消費税法第 30条第7項、第 38条第2項、第 38条の 2第2項及び第

58条に規定する帳簿のうち、その適用を受けようとする税目ごとに保存義務者が保存等を行うべき

帳簿（以下「対象帳簿」という。）について優良な電子帳簿の要件を満たして備付け及び保存を行っ

ている必要があるが、保存等を行うべき帳簿かどうかは原則、調査対象者の作成状況により判断する

ものとする。

(2) 特例適用届出書

特例適用届出書の提出期限である電子帳簿保存法規則第 5条第 1項に規定する「あらかじめ」の解

釈については、本軽減措置の適用を受けようとする国税の法定申告期限までに提出があった場合には

あらかじめ提出があったものとして取り扱うこととされている（電子帳簿保存法取扱通達8-4)が、

本軽減措置が訂正削除の履歴等や高度な検索性を備えた帳簿であることのインセンティプ措置であ

ることを考慮し、調査通知の時までに保存義務者から、特例適用届出書の提出があった場合には、受

け付けることとして差し支えない。その場合（特例適用届出書の提出があった場合）であっても、次

の(3)要件適合性の確認によって、電子帳簿保存法規則第5条第 5項に規定する優良な電子帳簿の要件

を満たしていることが確認できなければ、本軽減措置の適用は受けられないのであるから、留意する。

(3) 要件適合性の確認

本軽減措置の適用に当たっては、対象帳簿について電子帳簿保存法規則第5条第5項に規定する優

良な電子帳簿の要件を満たして備付け及び保存を行っている必要があ9ることから、特例適用届出書の

提出がある保存義務者に対する調査を行う際には、「別紙様式7＿判定チェックシート【優良な電子帳

簿に係る過少申告加算税の軽減措置］」を使用してその要件適合性を判断することとする。

なお、当該保存義務者に対する調査対象課税期間のうちに、当該特例適用届出書に記載された備付

け及び保存に代える日より前に開始する課税期間がある場合、当該課税期間について、同項に規定す
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る優良な電子帳簿の要件を満たして備付け及び保存を行っていると認められ、かつ、当該保存義務者

が当該課税期間について本軽減措置の適用を受ける意思が確認できるときは、当該課税期間について

本軽減措置の適用を受けられることに留意する。

また、呼び出して行う調産や事後処理等、実地での確認を行わない調査の場合には、システム等の

マニュアルを確認する等適宜の方法によりその要件適合性を判断することとして差し支えない。

(!) ここでいう調査には、所得税（復興特別所得税を含む。）の一時所得のように帳簿に基づき計算

されない所得や所得控除の適用誤りなど本軽減措置の適用がないものに対する調査は含まれない

ことに留意する。

また、要件適合性の判断に当たっては、本軽減措置の適用を受ける課税期間について保存義務者

が一貫して優良な電子帳簿の要件を満たして備付け及び保存を行っていることに加え、調査の際に

至るまで引き続き優良な電子帳簿の要件を満たしている必要があるから、この点も留意する。

おって、調歪において優良な電子帳簿の要件を満たさないことを把握した場合は、保存義務者に

適切に指導を行い、要件不適合となった項目、電磁的記録の保存状況及び指導事項等について、判

定チェックシート等に記録する。

(4) 旧電子帳簿保存法の承認を受けている対象帳簿の保存義務者について本軽減措置を適用しない場

合

旧電子帳簿保存法第4条第 1項又は第5条第 1項若しくは第3項のいずれかの承認を受けている

対象帳簿については、本軽減措置の適用要件を満たして保存等が行われているものとみなされる（所

得税法等の一部を改正する法律（令和 3年法律第 11号）附則第 82条第 7項）。

調査により、この対象帳簿が本軽減措置の適用要件を満たさないことを把握し、本軽減措置を適用

しないこととする場合は、その承認を受けている対象帳簿については、所得税法等の一部を改正する

法律（令和3年法律第 11号）附則第 82条第 1項の規定によりなお従前の例によることとされている

ことから、その承認について、 1日電子帳簿保存法第8条（旧電子帳簿保存法第9条において準用する

場合を含む。）の規定により取消しを行う必要があり、「第5 承認の取消し処理」に基づき、承認の

取消しを行うことに留意する。

4 重加算税の加重措置（法第8条第5項）の適用に関する留意事項

各税の重加算税の取扱いに基づいて重加算税を賦課する場合において、その基礎となるべき税額の

うちにスキャナ保存又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係る隠廠又は仮装された事

実に基づくものがある場合には、電千帳簿保存法第8条第 5項（（重加算税の加重措置）） （以下「本

加重措置」という。）の規定により、その賦課する重加算税は、通常の重加算税の額に当該事実に基

づき計算した税額の10％相当額を加算した額となる。

本加重措置の対象となる隠蔽又は仮装の例は、以下のようなものである。

• 取引の相手方（通謀等）が作成した仮装した請求書についてスキャナ保存していた場合におけ

る架空（水増し）経費（電子取引の場合も同様）。

・スキャナで読み込む前の原本に記載されている事項について、修正や加工等により改ざんした

後スキャナ保存した場合における売上除外及び水増し経費。

・ 請求書等についてスキャナ保存した後に、電磁的記録を改ざんした場合における水増し経費（電

子取引の場合も同様）。
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・ 電子取引として、取引の相手方に請求書データを送った場合における、当該請求書データを隠

蔽・破棄することによる売上除外。

Ill例えば、調査対象者自身が作成した請求書の控えについて、売上げに計上しているものはスキ

ャナ保存しているが、売上げに計上していないものをスキャナ保存前に破棄している場合にお

ける売上除外のように、紙による国税関係書類の保存の場合と同視できる隠蔽又は仮装された

事実に基づく不正は、対象から除かれることに留意する。

5 加算税の賦課決定通知書に関する留意事項

上記3又は4の本軽減措置又は本加重措饂の適用がある場合における過少申告加算税又は重加算

税に係る国税通則法第 32条第 3項（（賦課決定））に規定する賦課決定通知書には、当該過少申告加

算税又は重加算税について電子帳簿保存法第8条第4項又は第5項の規定の適用がある旨を付記す

る必要がある（電子帳簿保存法規則第5条第8項）が、本軽減措置の適用を受けられないと判断した

場合にっいても、その処分の理由として、電子帳簿保存法第8条第4項の適用がない旨を付記する必

要があることに留意する。

これらに加え、以下の点についても留意する。

• 本軽減措置の適用の判断に当たって、国税通則法第 119条第4項（（国税の確定金額の端数計

算等））の規定により重加算税の全額が切り捨てられた場合であっても、当該重加算税の対象と

なる行為は電子帳簿保存法第8条第4項ただし書に規定する「隠蔽し、又は仮装」に該当し、本

軽減措置の適用はないから、その場合の過少申告加算税の賦課決定通知書には、その処分の理由

として、隠蔽又は仮装の事実についてその内容を付記する必要がある。

• 国税通則法第 65条第 1項（（過少申告加算税））の規定により、百分の五の割合で過少申告加

算税が課される場合（更正があるべきことを予知してされたものでないとき）において、本軽減

措置の適用により加算税の賦課決定通知書を発しないこととなるときは、電子帳簿保存法第8条

第4項の規定の適用がある旨の付記は要しない。

• 本加重措置と消費税法第 59条の 2第 1項（（電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の

特例））の規定による重加算税の加重措置について重複適用はないのであるが、その場合の重加

算税の賦課決定通知書には、その処分の理由として、電子帳簿保存法第8条第5項の規定の適用

がある旨を付記する必要がある。

• 本加重措置と国税通則法第 68条第4項第 1号（（短期間に繰り返して無申告又は隠蔽・仮装が

行われた場合の無申告加算税等の加重措置））又は第2号（（一定期間繰り返し行われる無申告行

為に対する無申告加算税等の加重措置））の規定による重加算税の加重措置については重複適用

があることから、その場合の重加算税の賦課決定通知書には、その処分の理由として、電子帳簿

保存法第8条第 5項の規定及び国税通則法第 68条第4項第 1号又は第2号の規定の適用がある

旨を付記する必要がある。

6 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置に関する留意事項

令和4年 1月 1日から令和 5年 12月31日までの間に行った電子取引については、税務署長が竜磁

的記録の保存を要件に従って行うことができなかったことについてやむを得ない事情があると認め、

かつ、保存義務者が電磁的記録を出力することにより作成した書面（以下「出力書面」という。）の

提示又は提出の要求に応じることができる・ようにしているときは、「宥恕措置」の適用により、保存
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要件にかかわらず電磁的記録を保存することができ、出力書面の保存をもってその電磁的記録の保存

を行っているものとして取り扱って差し支えないことに留意する（電子帳簿保存法取扱通達解説（趣

旨説明） 7-13I解説】）。
なお、調査等に当たっては、以下の点に留意する。

• 本宥恕措置は、令和 5年 12月31日をもって廃止される。

・ 令和5年 12月31aまでにやり取りした電子取引データを「宥恕措置」を適用して保存してい

る場合は、令和 6年 1月1日以後も保存期間が満了するまで、その出力書面を保存し続け、調査

等の際に提示・提出できるようにしていれば、その出力書面の保存をもって電磁的記録の保存を

行っているものとして取り扱って差し支えない。

・ 書類保存状況等から、出力書面の提示又は提出の要求に応じることができるようにしていると

判断できた場合には、「やむを得ない事情」を確認しないこととして差し支えない。

・ 出力書面の提示又は提出がなくとも、保存要件に従っていない状態で保存されている電磁的記

録を、ディスプレイの画面に整然とした形式及び明瞭な状態で出力して確認できる場合には、出

力書面の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているものとして取り扱う。

・ 調査等の時に保存要件に従って電子取引の取引情報に係る電磁的記録が保存されていないこと

を確認した場合には、その原因や対応の見通し等を殊更に追及することはせず、電磁的記録を保

存要件に従って保存できるよう、必要な対応を行うことを確実に指導する。

• 本宥恕措置を適用する場合には、調査経過記録書等に「竃子取引に係る宥恕措置適用（対応を

指導済）」等と適宜記載する。

7 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に係る猶予措置に関する留意事項

令和6年 1月 1H以後に行う電子取引については、税務薯長が相当の理由があると認め、かつ、保

存義務者が調査等の際に、税務職員からの求めに応じ、電子取引の取引情報に係る電磁的記録及び出

力書面の提示等をすることができる場合には、「猶予措置の適用」により、その保存時に満たすべき

要件にかかわらずその編磁的記録の保存が可能である（電子帳簿保存法取扱通達解説（趣旨説明） 7 

-14 I解説1)。

なお、調査等に当たっては、以下の点に留意する。

• 本猶予措置は、令和5年 12月31日までの宥恕措置と異なり、出力書面の保存のみをもって電

子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存を行っているものとは取り扱われず、その電磁的記録

自体を保存するとともに、その電磁的記録及びその出力書面について提示又は提出の求めに応じ

ることができるようにしている必要がある。

・ 電子取引の取引情報に係る電磁的記録及び書類の保存状況等から、その竜磁的記録及び出力書

面の提示又は提出の要求に応じることができるようにしていると判断できた場合には、「相当の

理由」を確認しないこととして差し支えない。

・ 出力書面の提示又は提出がなくとも、保存要件に従っていない状態で保存されている電子取引

の取引情報に係る電磁的記録を、ディスプレイの画面に整然とした形式及び明瞭な状態で出力し

て確認できる場合には、出力書面の提示又は提出の要求に応じることができるようにしているも

のとして取り扱う。
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・ 調査等の時に保存要件に従って電子取引の取引情報に係る電磁的記録が保存されていないこと

を確認した場合には、その原因や対応の見通し等を殊更に追及することはせず、電磁的記録を保

存要件に従って保存できるよう、必要な対応を行うことを確実に指導する。

• 本猶予措置を適用する場合には、調査経過記録書等に「電子取引に係る猶予措置適用（対応を

指導済）」等と適宜記載する。

8 その他

旧露子帳簿保存法の承認を受けている保存義務者が、令和3年度の税制改正後の要件で保存を行お

うとする場合、改正後の要件により保存を開始した日について、管理、記録をしておくことで旧電子

帳簿保存法により承認を受けた国税関係帳簿又は国税関係書類に係る取りやめの届出書の提出に代

えることができる。

調蒼の際に上記の事実を把握した場合は、 「第2 1 (3)①」に記載の方法に準じて、旧電子帳簿

保存法第7条第 1項に規定する「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書」の

提出があったものとみなし、課税部門において「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の取りや

めの届出書」の職権入力に係る各課部門事務連絡せんを作成の上、管理運営部門（センター対象署に

おいては、センター納税者管理グループ）へ回付し入力依頼を行う。

併せて、調査経過記録書等にも当該事実を把握したことを適宜記録しておくこと。

第5 承認の取消し処理

承認の取消しは、次により行う。

1 取消しの処理

調査担当者は、旧電子帳簿保存法の承認を受けている保存義務者に対する調査等において、保存要

件に従って保存等が行われていないことにより青色申告の承認取消しを行うような場合や旧電子帳

簿保存法の承認を受けている保存義務者についてその承認に係る帳簿の電磁的記録の保存が要件を

満たしておらず本軽減措置を適用しないこととする場合など、旧電子帳簿保存法の承認の取消しを相

当とするような事実（以下「取消事由」という。）を把握した場合には、以下の処理を行う。

なお、局から取消しの連絡があった場合には、連絡を受けた部署においては、その指示に基づき、

以下の処理に準じて処理する。

(1) 取消決議等

「菌税関係帳簿・国税関係書類の電磁的記録等による保存等の承認の取消決議書」 1別紙様式9]

（以下「取消決議書」という。）及び「国税関係帳簿・国税関係書類の電磁的記録等による保存等

の承認の取消通知書」等【別紙様式10-1~4]（以下「取消通知書」という。）を作成して決裁を

受ける。

{2) 取消事綾入力

イ 個人課税部門

取消の処理に係る事績については、 KSK端末操作要領に従って、 KSK「申請書等情報異動

入力」により所要の入力を行う。

ロ 法人課税部門又は酒類指導官部門

・14・ 



内部事務担当者（源泉所得税、間接諸税及び酒税の事務を所掌する担当者を含む。以下同じ。）

又は酒類指導官付職員は、回付を受けた取消決識書に基づき、該当する申請事績についてKSK

「電子帳簿保存入力」により取消事績を入力する。この際、間接諸税及び酒税に関する取消事績

は、法人についてのみ入力する。

なお、一部取消又は全部取消の判定に当たっては、それぞれの申請書単位で行う。

この場合、一郎取消を複数回行ったことにより当該申請書に係る全ての帳簿書類が承認状態で

なくなるときは、最終の一部取消の入力は、「全部取消」として入力する。

(3) 取消通知書の発送等

取消事績を整理簿等に記載するとともに、取消通知書をその対象となる保存義務者宛発送する。

(4) 取消決議書の編てつ等

第2の2(3)「届出書等の編てつ等」に準じて取消決議書の編てつ等を行う。

2 取消しに当たっての留意事項

111 1a電子帳簿保存法第8条第 1項（（電磁的記録による保存等の承認の取消し）） （同法第 9条にお

いて準用する場合を含む。）の規定の適用に当たっては、その要件不適合の程度や保存の状況等を

踏まえ、個々の事案毎に検討した上、適切に判断する。ただし、「第4 3(4) 旧電子帳簿保存法

の承認を受けている対象帳簿の保存義務者について本軽減措置を適用しない場合」に基づき同項の

規定を適用しようとする場合は、対象帳簿に係る電磁的記録の備付け若しくは保存が行われていな

いこと又は要件の不適合をもって当該規定を適用することに留意する。

(2) 取消事由を把握した場合で、かつ、当該保存義務者が他の税目等に係る国税関係帳簿書類の電磁

的記録等による保存等につき承認を受けている者である場合には、当該他の税目等に係る調査担当

部署に連絡し、処分の適否について協議する。

なお、取消事由が他の税目等に係る国税関係帳簿書類にも該当するものである場合には、当該他

の税目等に係る国税関係帳簿書類についても速やかに取消しの処理を行う。

• 15 • 



別表

居出 書 等 の 種 類

番
届出書等の名称 使用区分 提出期限

号

国税関係帳簿の電磁的記録等による
優良な電子帳簿の要件を満たして
保存等を行っている国税関係帳簿

保存等に係る過少申告加算税の特例
について過少申告加算税の軽減措 適用を受けようとする

1 の適用を受ける旨の届出書（電子帳
置の通用を受けようとする場合 国税の法定申告期限

簿保存法 8④、電子帳簿保存法規則
（電子帳簿保存法 8④、電チ帳簿

5①) 
保存法規則 5①)

国税関係帳簿の電磁的記録等による 優良な電子帳簿に係る過少申告加 優良な電子帳簿に係る

2 
保存等に係る過少申告加算税の特例 算税の軽減措置の適用をやめよう 過少申告加算税の軽減

の適用の取りやめの届出書（電子帳 とする場合（電子帳簿保存法規則 措置の適用をやめよう

簿保存法規則 5②) 5②) とする日

国税関係帳簿書類の鼈磁的記録等に
国税関係帳簿書類の電磁的記録又

電磁的記録又はCOM

3 よる保存等の取りやめの届出書（旧
はC OMによる保存等をやめよう

による保存等をやめよ
とする場合（旧電子帳簿保存法 7

電子帳簿保存法 7①、 9)
①) 

うとする H

国税関係帳簿の電磁的記録等による 優良な電子帳簿に係る過少申告加
優良な電子帳簿に係る
過少申告加算税の軽減

4 
保存等に係る過少申告加算税の特例 算税の軽減措置の適用届出書に記

措置の適用届出書に記
の適用を受ける旨の届出の変更届出 載した事項を変更しようとする場

載した事項の変更をし
書（篭子帳簿保存法規則 5③) 合（電子帳簿保存法規則 5③)

ようとする日

国税関係帳簿書類の電磁的記録等に
申請書（添付書類を含む。）に記載

申請書に記載した事項

5 よる保存等の変更の届出書（旧電子
した事項（国税関係帳簿書類の種

の変更をしようとする
帳簿保存法規則 7②、 9)

類を除く。）の変更をしようとする
日

場合（旧電子帳簿保存法 7②)

電子帳簿保存法第 4条第 3項の適
用を受けて（又は旧電子帳簿保存

国税関係書類の竜磁的記録によるス 法第 4条第 3項の承認を受けて） 過去分重要書類を電磁

6 
キャナ保存の適用届出書（過去分重 いる書類のうち、その基準 H前に 的記録による保存をも
要書類） （電子帳簿保存法規則 2⑨、 作成又は受領をした書類（過去分 って当該過去分重要書

旧電千帳簿保存法規則 3⑦) 重要書類）の電磁的記録の保存を 類の保存に代える日
する場合（電子帳簿保存法規則 2

⑨、旧電子帳簿保存法規則 3⑦)

国税関係帳簿書類に係る電磁的記録
電磁的記録による保存の承認を受 国税関係帳簿書類に係

の電子計算機出カマイクロフィルム
けている国税関係帳簿書類につい るCOMによる保存を

7 てCOMによる保存に代えること もって電磁的記録の保
による保存の承認申請書（旧電子帳

の承認を受けようとする場合（旧 存に代える Hの3月前
簿保存法 6①、②、 9)

電子帳簿保存法 5③) のH

• 16 • 



国税関係帳簿の電磁的記録等によ
国税関係帳簿の電磁的記録等による る保存を行うことで、 65万円の青
保存等に係る65万円の青色申告特別 色申告特別控除又は65万円の青色 適用を受けようとする

8 控除・過少申告加算税の特例の適用 申告特別控除及び過少申告加算税 年分の所得税に係る法
を受ける旨の届出書（電子帳簿保存 の特例の適用を受けるようとする 定申告期限
法 8④、電千帳簿保存法規則 5①) 場合（電子帳簿保存法 8④、電子

帳簿保存法規則 5①)

（注） 番号2及び3、4及び5はそれぞれ兼用様式である。
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一般事務整理簿（電子帳簿保存）

（承認•取消•取りやめ・変更・過去届出）

（整理番号） 受 理
申請等税目・所管区分等

処 理年月日 届出書等の
処理区分 備 考適用条項

’ ‘送付 年月日番号 法人名 等 みなし承 種類
税 目

： 
所管 ’；便宜提出‘！年月日認年月日

（ ） 法 ; : l署・局（調査部）
．． 承 認 ．． 申

中 途
消

却下．． 
請 源泉所得税 有・無 ．． .............. -------,. •-

5条3項 間接諸税
i 

有・無

取りやめ 酒 税 有・無
取 消 .. 届

変更 （ ） 

i 
’ 有・無.. 

出
過去 （ ） 有・無

（ ） 法 人 税
署・局（調査部） ．． 承認

費 税 ．． 申 消
却下.. 

請
中 途

源泉所得税 有・無 .. 
-----ー-・・・・・・・ ....̂------

5条3項 間接諸税 有・無

取りやめ 酒 税 有・無
取 消 ．． 届

変更 （ ） 有・無．． 
i 出

過去 （ ） 有・無

（ ） 法 人税
署・局（調査部） ．． 承認 ．． 申

中 途
消 費税

却下.. 
源泉所得税

： ＇ 有有・・ 無無 ， __:__:_ 請
......雫・ • • • • • ------------

5条3項 間接諸税

取りやめ 酒 税 有・無
取消 .. 届

変更 （ ） ： 有・無 ：一．． 
出

過去 （ ） i 有・無 ： 

（ ） 法人 ： ！署・局（調査部） ! ．． 承認 ．． 申 消 費 ： 却下．． 
請 中 途 源泉所得税：

： ， 有有 ・・ 無無 ___:_:_ ............. . -----------
間接諸税；＇ 5条3項

有・無届 取りやめ 酒 税 ：
取 消 ．． 

（ ） 

i 
＇有，無：一.. 変 更

出過去 （ ） i 有・無 ！ 

溢
捧
荼
舛
1
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一般事務整理簿（電子帳簿保存）〔法人課税部門用〕の記載要領

1 使用目的等

(11 使用目的

この整理簿は、電子計算機を使用して作成する国税関係緩簿書類の保存方法等の特例に関する法律に

関する次の①から④の申精書及び届出書（以下「届出書等」という。）の管理運営部門からの回付、国

税局及び他の税務署への送付（便宜提出された届出書等の送付も含む。）並びに届出書等に係る処理の

既未済等の整理をするために使用する。

① 国税関保帳忠書類に係る亀磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存の承認申請書

② 国税関保帳怒書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 国税関仔帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

④ 国税関係書類の竜磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

(2) 記載に当たっての貿意事項

この整理簿の記載に当たっては、次の事項に留意する。

イ 原則として、保存義務者ごとに、かつ、届出書等の種類ごとに 1件として記載する。

ロ 自署宛の届出書等と同時に他署宛の届出書等（便宜提出による届出書等をいう。 1(2)において同

じ。）が提出された場合には、自署宛の届出書等と合わせて 1件として記載する。

ハ他署宛の届出書等のみが提出された場合には、その届出書等のいずれかーの申請書等に基づき、イ

及び口に準じて記載する．

2 各欄の記入方法

各欄は、次により記入する。

(!) 「番号」欄には、記入の順に番号を付するC

(2) 「（整理番号）」及び「法人名等」の各欄には、届出者（保存義務者）の整理番号及び法人名等を記入

する。

(3) 「受理年月日」欄には、届出書等の収受日付印の日付を記入するとともに、管理運営部門から回付を

受けた年月日を括弧書きする。

Ill他署を経由して提出された届出書等については、当該他署で門叩した収受日付印の日付を記入する。

(4) 「みなし承認年月日」欄には、当該申請について承認又は却下の通知をしなかった場合にみなし承認

となる日付を記入する。

(5) 「届出書等の種類」欄は、届出書等の種類に応じて、該当する文字を0で囲む。

① 「中途」……国税関係帳薄書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存の

承認申請書

② 「取りやめ」……国税関保鋲簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 「変更」…•••国税関係帳簿書類の竜磁的記録等による保存等の変更の届出書

④ 「過去」・…••国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

(6) 「適用条項」欄は、 2(5ゆの申請書の場合に、「5条3項」の文字を0で囲む。

17) 「税目J襴は、届出書等（他署宛の届出書等を除く。）の国税関係帳簿書類の種類に記載されている

税目に該当する文字を（該当する文字がない場合は、該当する文字を記入した上、当該文字を） 0で囲

19 



む。

(8) 「所管」欄は、当該税目に係る調査及び検査の所掌部署に該当する文字を0で囲む。

(9) 「伸官禅，中，」欄は、他署宛の届出書等の提出の有無について該当する税目の「有J又は「無」の文字

を0で囲む。

U0 「送付年月日」欄には、届出書等を局又は他暑に送付した年月日を記入する。

on 「処理区分」及び「処理年月日」の各欄には、法人税、消費税及び源泉所得税に係る国税関係帳簿書

類について、通知書の発送を伴う承認、却下又は取消しの処理を行った場合に、該当する文字を0で囲

むとともに処理年月日を記入する。

⑫ 「備考」欄には、次の事項を記入する。

イ 1(1ゆから④の届出書等について記載する場合には、当初の承認年月日又は基準日を記入する。

ロ 申請書に記載された国税関係鞣簿書類の一部について、承認、却下又は取消しの処理を行った場合

には、その旨を「一部承認」、「一部却下」又は「一部取消」のように記入する。

ハ 他署から自暑を所轄税務署とする便宜提出申請書等の送付を受けた場合には、管理運営部門

への回付の事績及びその年月日を記載する。
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電子帳簿保存整理簿（間接諸税用）

（承認•取消し•取りやめ・変更・過去届出）

（ 税） 一個人事業用

番号

墜理番号）

個人事業者名
受理
年月日

l 
みなレ承
認年月日

届出書等
の種類

適用条項 届出等の態様・所管区分

閲弼貶の
辿ra皐I比す

•一AI
皿llib伍

呵 螂

処理区分
処理年
月日

備考

澄
案
茄
昂
2

1

1

マ 寸
申
請

中途

届
出

取りやめ
変更
過去

5条3項

間税単独申請
同時申請に係る間は話税（

他税目同時申請：所

所醗・消嗣兌
源泉所凋克
そ虚（ 税〉

・署呻・局臨｀呂寺所官
税） ・署所管・ 9 括目寺所官

管：他税目に係る処理

”

暉

”

●

●

蜘

滅

澱

曲

．
．
．
 

9

9

9

9

9ヽ
9
9

局

局
．
署
・

署

署

•999999999 

認
下

承
却

取消

申
請

中途

届
出

取りやめ

変更
過去

5粂3項

間如白い単独申請
同時申請に係る旧板晶ilfl!(

他税目同時申請：所
二

所得税・消費税
加
そ虚（ 税l

・署所管・局統括官等所管
税） ・署所管・局枕括目寺所官

筐；他税目に係る処理

呵

螂

螂

町

町

町

輝

耀

霙

9

9

 .
.
 ,
 .
.
 ,
.
 

局

局
＇署＇

署

署

9
.
 

評
-----

取消

r
 

申
請

中 途

届
出

取りやめ

変更
過去

5条3項

暉議杓単独申請
同時申師こ係るIII)比晶＋~ ( 

他税目同時申請：所

所醗・消費税
晶戸命
そ 虚 （

・署所管・局祇括日寺所官
税） ・署所管・局枇括目寺所嘗

管！他税目に係 る処理
ヽ

！署·局！囀8•細•細
： 署 ： •郷•細・輝i

勅：署・局！ •溝8輝F•細， 

認
下

承
却

取消

-
(
 

了
申
請

中 途

届
出

取りやめ

変更
過去

5条3項

「 T 枚単独申請
同時申請に係る国披詣祝（

他税目同時申請i所

所得税・消費税
諒肋苅吋元
その他（ 税）

・薯所管・局統括店導所管
紛・疇・畷邸砺霞

管：他税目に係 る処理

螂

細

細

町

町

町

滅

藁

藁

9
9
9
9
9
9
,
 .
.
 

局

局
．
署
・

署

署
、

・

認

T
承
却

取消

r
 

⇒ 
申
精

中 途

届
出

取りやめ
変更
過去

5条3項

間按話知虫申請
同時申請に係る「』如mi,¥(

他税目同時申請！所

所・消費税
源泉所得税
そ（ 税｝

・署所管・局杭括自ギ所管
税） ・署所管・局祗|舌巨等所管

管！他税目に係 る処理

i署・局i・磁•町・”
： 署 9 ・郷•町・螂

＇ ！ 署 • 局 9 ・輝•町•緬
''  

開
••••· 
取消
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電子帳簿保存整理簿（間接諸税用）

（承認•取消し•取りやめ・変更・過去届出）

税） 一法人用一

番号

虚理品弓）

法人 名
理
日月

受
年

l 
みなじ釈
認年月日

届出書等
の種類

適用条項 届出等の態様・所管区分

悶係先との
幽a出l后
『a直 UJ

皿'"」l」樋呻に

” .. 
処理区分

処理年
月日

備考

浬
捧
棠
渇
2
9
.
2

（ 
申
請

中 途

届
出

取りやめ
変更
過去

5条3項

「』～↓・単独申請
同時申請に係る間K雌｛丸（

他税目同時申請：所

法人税・消費税
源泉所得税
そ（税｝

・署所管・局統括官等所管
税） ・署所管・局細5臼寺所官

管；他税目に係る処理

”
”
5
 

細

細

細

●

畷

祠

●

●

9
9
9
9
,
 

局

局
．
署
・

署

署

9
9
9
9
ヽヽ
ヽ
9
9
9
-

詔
下

承
却

取消

-
(
 

_) 

申
請

中途

届
出

取りやめ

変更
過去

5条3項

芦詣’単独申請
届阿申請に係る副桜im(

他税目同時申請；所

法人税・消眠沈
麟内力墳元
その他（

・署所管・局枇括官奇乎管
税） ・署所管・局統括自―官

管；他税目に係る処理
認
下

承
却

取消

T ―) 
申
請

中 途
r~怯砧仇単独申請

届
出

取りやめ

変更
過去

5条3項

：署・局！螂•町・暉
署：爾＆町•諏

署・局： •瑯輝F•珈

・署所管・局統括目等ホ官
同時申請に係る間伝話枇（ 税｝ ・署所管・ ・括臼寺所嘗

他税目同時申請！所管！他税目に係る処理

法虚・消費悦
源屑諏
そQ:it!l(

税）

：署·局i嘉•細螂
：署：澱•細•取9

籾 i署・局！・滅誓•螂， 

認
下

承
却

取消

申
請

中途

届
出

取りやめ
変更
過去

5粂3項

口は甚＂単独申請
同時申請に係る間接詣磁（

他税目同時申請 9 所

法人税・消費税
課Jr諏
その他（ 税）

・署所管・局統括官等所管
税） ・署所管・局枇括目寺所官

管！他税目に係る処理

．．．
 細町

町

瑯

輝

鴨

,、,‘,、、,'‘

局

局
＇署＇

署

署

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
-

評
．．．．． 

取消

（ 
申
請

中途

届
出

取りやめ

変更
過去

5条3項

間桜は．単独申請
回時申請に係る間は品砥（

他税目同時申請；所

法虚・柑撲税
源蜘嘩
そ虚（ 税）

・署所管・ ＇括一日等所管
税） ・署所管・局玩括白等所管

管；他税目に係る処理

細

細

細

町

町

細

醗

磁

磁

．
 

局

局
．
署
・

署

署

9
9
9
9
9
,
'
 

認
下

承
却

取消
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電子帳簿保存整理簿（「叫妥詣&'用）の記載要領

1 使用目的等

(1) 使用目的

この整理簿は、間接諸税（たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石

炭税、印紙税、電源開発促進税及び国際観光旅客税をいう。以下同じ。）に関する電子計算機を使用し

て作成する国税関仔~ば津書類の保存方法等の特例に関する法律に係る次の①から④の申請書及び届出

書（以下「届出書等」という。）の管理運営部門等からの回付、国税局、他の税務署又は税関への送付

（便宜提出された届出書等の送付も含む。）並びに届出書等に係る処理の既未済等の整理をするために

使用する。

① 国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存の承認申請書

② 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

④ 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

(2) 記戟に当たっての留意事項

この整理簿の記載に当たっては、次の事項に留意する。

イ 税目の異なるごとに別葉とし、かつ、個人事業者（別紙様式2-1)又は法人（別紙様式2-2)

の別に記載する。

ロ 原則として、保存義務者ごとに、かつ、届出書等の種類ごとに 1件として記載する。

ハ 自署宛の届出書等と同時に／也局署宛の届出書等（便宜提出による届出書等をいう。 1(2)におい

て同じ。）が提出された場合には、自署宛の届出書等と合わせて 1件として記載する。

この場合、便宜提出された届出書等の宛先を備考欄等に記載する。

二 他局暑宛の届出書等のみが提出された場合には、その届出書等のいずれかーの届出書等に基づき、

イないしハに準じて記載する。

2 各欄の記入方法

各欄は、次により記入する。

III 「番号」欄には、記入の順に番号を付する。

121 「債理番号）」及び「個人事業者名」又は「法人名」の各欄には、届出者（保存義務者）の整理

番号及び個人事業者名又は法人名を記入する。

(3) 「受理年月日」欄には、届出書等の収受日付印の日付を記入するとともに、管理運営部門から回付

を受けた年月日を括弧書する。

は1他署を経由して提出された届出書等については、当該他署で押印した収受日付印の日付を記入

し、上記と同様に記入する。

(4) 「みなし承認年月日」欄には、当該申請について承認又は却下の通知をしなかった場合にみなし承

認となる日付を記入する。

(5) 「届出書等の種類」欄は、届出書等の種類に応じて、該当する文字を0で囲む。

① 「中途」·---••国税関係柘簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存

の承認申請書

23 



② 「取りやめ」…•••国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 「変更」……国悦関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

④ 「過去」••…•国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

(6) 「適用条項」欄は、 2(5)(!)の申請書の場合に、「5条3項」の文字を0で囲む。

(7) 「届出等の態様・所管区分」欄は、届出等に係る態様別に該当する項目に0を付し、又は括弧内に

税目を記入する。

(8) 「関係先との連絡事項等」欄は、局署又は税関等の関係先に対する連絡事績あるいは届出書等の送

付事績等について、日付、相手方及び内容等を簡記する。

(9) 「処理区分」及び「処理年月日」の各欄には、各税目に係る国税関係帳簿書類について、通知書の

発送を伴う承認、却下又は取消しの処理を行った場合に、該当する文字を0で囲むとともに処理年月

日を記入する。

皿 「備考」欄には、次の事項を記入する。

イ 1(1)①から④の届出書等について記載する場合には、当初の承認年月日又は基準日を記入する。

ロ 申請書に記載された国税関保帳簿書類の一部について、承認、却下又は取消しの処理を行った場

合には、その旨を「一部承認」、「一部却下」又は「一部取消」のように記入する。

ハ 他署から自署を所轄税務署とする便宜提出申請書等の送付を受けた場合には、管理運鴬部

門への回付の事績及びその年月日を記載する。
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電子帳簿保存整理簿（酒税用）
暉・醐し•取りやり・変更・過胡蒻

⑮理孟弓）

受年月理日
辿楳縣rb先曲とnの一、，

届出者名 届出書等
適用条項 届出等の態様・所管区分 [:= 処理区分 処理年

備考番号
の種類 月 日

み認な年月レ日表

（ ） 
酒同税時単独申申 請請 （（ ．． 署署所所管管 ・・ 局局統統括括官官等等所所管管）） 

畠 中途 闘他税目同時申請；所管：他税目に係る処理

5条3項
．．  

取りやめ 所棚得尿曲税嘩・法虚 ； ．署・局： ·瑯•細・販肖 •·••·••·•••••••••· ----------届
変更 ．署:·瀾•細•覇出
過去 そ虚（ 籾：署・局；扇8•細螂 取消

（ ） 

； 酒税単独申請（．署所管・局統括官等腐管｝ 
中 途

同時申 請（．署所管・局統括官 等管

評他税目同時申請：所 管：他税目に係る処理

過変取りや去更め

5条3項

所鯰そ園況J伽・（法仇人税 税）
'＇署・局'，・臓•細•細 ........ --. --. --.. .......... 

需 ！9 署 ；、 ．螂•細瑕肖
取消；署・局：蕊・玩取肖

（ ） 酒税単独申請（．署所 ; ・局統括： : 所； ） ； 中途
同時申睛（．署所・局統括 所）

評他税目同時申請：所 管：他税目に係る処理

5条3項
百線礁痴税應・法杭M兌

： 署 ： 

霊
取りやめ ・． ・局、・溝•細歎肖 ..疇• •............ --,・ ・・・ ---
変更 ： 署 ：爾忍•細•卿

取消過去 そ虚（ 税l ：署・局；爾＆町・輯
．．  

て ） 

； 酒税単独申請（．署所管・局絋括官 : 贋： ） 

中途
同 時 申 請（．署所管・局統括官 ） ：翠他税目同時申請；所 管：他税目に係る処理

5条3項 ： 
取りやめ

所源その醗他Jr苧・（法邁 税）
！署・局：細•齊•暉 ••••••••••••••···· .. -------

霊 変更 ：著； •瑯•珀•職
取消過去 ；署・局； •寧•町•暉

（ ） 酒税単独申請（．署所管・局統括： : 所； ） 
申 同時申請（．署所管・局統括 所）

闘請 中途
他税目同時申請：所 管 9他税目に係る処理

5条3項 ： ： 
取りやt, 所諒そ閥・（法抗人税 ， 署 ・局， 綱＆町・細 ●疇..疇• • • • - - - • • - - • • ・・・------・ 

需 変更 ：： 署 ＇ ： ， ·輝•町・醐i
取消過去 勅 ！署・局！郷•町・即

浬
蕊
革
洪
3
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電子帳簿保存整理簿（酒税用）の記載要領

1 使用目的等

Ill使用目的

この整理簿は、酒税に関する電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例

に関する法律に係る次の①から④の申請書及び届出書（以下「届出書等」という。）の管理運営部門等

からの回付、国税局及び他の税務署への送付（便宜提出された届出書等の送付も含む。）並びに届出書

等に係る処理の既未済等の整理をするために使用する。

① 国税関杯帳忠書類に係る電磁的記録の編子計算機出カマイクロフィルムによる保存の承認申請書

② 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

④ 国税関係書類の竜磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

(2) 記載に当たっての留意事項

この整理簿の記載に当たっては、次の事項に留意する。

イ 原則として、保存義務者ごとに、かつ、届出書等の種類ごとに 1件として記載する。

ロ 自署宛の届出書等と同時に他署宛の届出書等（便宜提出による届出書等をいう。 1(2)において同

じ。）が提出された場合には、自署宛の届出書等と合わせて 1件として記載する。

ハ他署宛の届出書等のみが提出された場合には、その届出書等のいずれか一の届出書等に基づき、

イ及び口に準じて記載する。

2 各欄の記入方法

各欄は、次により記入する。

Ill 「番号」欄には、記入の順に番号を付する。

(2) 「澤理番号）」及び「届出者名」の各欄には、届出者（保存義務者）の整理番号及び個人事業者名

又は法人名を記入する。

(3) 「受理年月日」欄には、届出書等の収受日付印の日付を記入するとともに、管理運営部門から回付

を受けた年月日を括弧書きする。

は1他署を経由して提出された届出書等については、当該他署で押印した収受日付印の日付を記入す

る。

(4) 「みなし承認年月日」欄には、当該申請について承認又は却下の通知をしなかった場合にみなし承

認となる日付を記入する。

(5) 「届出書等の種類」欄は、届出書等の種類に応じて、該当する文字を0で囲む。

① 「中途」…•••国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存

の承認申請書

② 「取りやめ」•••••国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 「変更」•••••••国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

④ 「過去」……国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

(6) 「適用条項」欄は、 2(5迂）の申請書の場合に、「5条3項」の文字を0で囲む。

(7) 「届出等の態様・所管区分」欄は、届出等に係る態様別に該当する項目に0を付し、又は括弧内に

税目を記入する。
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(8) 「関係先との連絡事項等」欄は、局署の関係先に対する連絡事績あるいは届出書等の送付事績等に

ついて、日付、相手方及び内容等を簡記する。

(9) 「処理区分」及び「処理年月日」の各欄には、各税目に係る国税関係鋲津書類について、通知書の

発送を行う承認、却下又は取消しの処理を行った場合に該当する文字を0で囲むとともに処理年月日

を記入する。

皿 「備考」欄には、次の事項を記入する。

イ 1(1ゆから④の届出書等について記載する場合には、当初の承認年月日又は基準日を記入する。

ロ 申請書に記載された国税関保帳簿書類の一部について、承認、却下又は取消しの処理を行った場

合には、その旨を「一部承認」、「一部却下」又は「一部取消」のように記入する。

ハ 他署から自署を所轄税務署とする便宜提出申請書等の送付を受けた場合には、管理運営部門

への回付の事績及びその年月日を記載する。
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一般事務整理簿（電子帳簿保存）

（承認•取消•取りやめ・変更・過去届出）

番号

（整理番号）

申請者名

受理

ロ
みなし承
認年月日

届出書等の I適用条項
種類

申請等税目・所管区分等

税 目 所管 ：便宜提出： 年 月 日

： ：送 付＇処理区分
処 理

年月日

漣
踪
苔
洪
4

備 考

途中
申
請

5条3項

的
更
去
一

り取
変
濁

届
出

） 

途中
申
請

5条3項

め
更
去
一

ゃぃ
変
温

届
出

途中
申
請

5条3項

~
更
去
一

取
変
過
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出

途中
申
請

5条3項

[

:

―

 

取
変
過

届
出

ロ: 
酒

（ 

（ 

（ 

-( 

: : !署・局（資料調査課）

税： ： 有・無

税） ： i 有・無
税） ： ： 有・無

税） ！ ！ 有・無
秤） ： ： 有・錘： ： ］署・局（資料調査課）

税： ： 有・無

税） ： i有・無

＇ 税） ！ ！ 有・無
税） ： ： 有・無
税） ： ： 有・歴

l二

I二

みなし承認
承認 ， ．． 

直主---―r-―̀――̀

取りやめ

取消

みなし承認

承認， • • 
却下••-----------+.......-··-

取りやめ

取消

みなし承認
承詔 ' •• 
却下・・・・---------4 ---• -...... 

取りやめ

取 消

みなし承酪
承認' •• 
却下

・・・・・--------+----------・ 

取りやめ

取消
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一般事務整理簿（電子帳簿保存） （個人課税部門用〕の記載要領

1 使用目的等

{1) 疇目的

この整理簿は、謳子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法

律に関する次の①から④の申請書及び届出書（以下「届出書等」という。）の管理運営部門からの回

付、国税局及び他の税務署への送付並びに申請書等に係る処理の既未済等の整理をするために使用

する。

① 国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存の承認申請書

② 国税関保螺澪書類の竜磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 国税関保娯弯書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

④ 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

(2) 記載に当たっての留意事項

この整理簿の記載に当たっては、次の事項に留意する。

イ 原則として、保存義務者ごとに、かつ、届出書等の種類ごとに 1件として記載する。

ロ 自署宛の届出書等と同時に他署宛の届出書等（便宜提出による届出書等をいう。 1(2)において

同じ。）が提出された場合には、自署宛の申請書等と合わせて 1件として記載する。

ハ 他署宛の届出書等のみが提出された場合には、その届出書等のいずれかーの届出書等に基づき、

イ及び口に準じて記載する。

2 各欄の記入方法

各欄は、次により記入する。

(1) 「番号」欄には、記入の順に番号を付する。

(2) 「（整理番号）」及び「届出者名」の各欄には、届出者（保存義務者）の整理番号及び氏名等を記

入する。

(3) 「受理年月日」欄には、届出書等の収受日付印の日付を記入するとともに、管理運営部門から回

付を受けた年月日を括弧書きする。

Ill他署を経由して提出された届出書等については、当該他署で押印した収受日付印の日付を記入

する。

141 「みなし承認年月日」欄には、当該申請について承認又は却下の通知をしなかった場合にみなし

承認となる H付を記入する。

(5) 「申請書等の種類」欄は、届出書等の種類に応じて、該当する文字を0で囲む。

① 「中途」••…•国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保

存の承認申請書

② 「取りやめ」…•••国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 「変更」…•••国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

④ 「過去」……国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

(6) 「適用条項」欄は、 2(5)(l)の申請書の場合に、「5条3項］の文字を0で囲む。

(7) 「税目」欄は、届出書等（他署宛の届出書等を除く。）の国税関係帳簿書類の種類に記載されてい
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る税目に該当する文字を（該当する文字がない場合は、該当する文字を記入した上、当該文字を）

0で囲む。

(8) 「所管」欄は、当該税目に係る調査及び検査の所掌部署に該当する文字を0で囲む。

(9) 「便宜提出」欄は、他署宛の届出書等の提出の有無について該当する税目の「有J又は「無」の

文字を0で囲む。

皿 「送付年月日」欄には、届出書等を局又は他署に送付した年月 Hを記入する。

仰 「処理区分」及び「処理年月日」の各欄には、所得税及び消費税に係る国税関係鞣簿書類につい

て、通知書の発送を伴う承認、却下又は取消しの処理を行った場合に、該当する文字を0で囲むと

ともに処理年月日を記入する。

⑫ 「備考」欄には、次の事項を記入する。

イ 1(1)(j)から④の届出書等について記載する場合には、当初の承認年月日又は基準日を記入する。

ロ 申請書に記載された国税関仔帳簿書類の一部について、承認、却下又は取消しの処理を行った

場合には、その旨を「一部承認」、「一部却下」又は「一部取消」のように記入する。

ハ 他署から自署を所轄税務署とする便宜提出申請書等の送付を受けた場合には、管理運営部

門への回付の事績及びその年月日を記載する。
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別紙様式5

第 号

令和 年 月 日

税務署長殿

税務署長

国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等に係る届出書等の送付書

当暑に提出された下記の保存義務者に係る申請書及び届出書を送付します。

記

1 保存義務者の氏名又は名称

2 届出書等の種類等

申請書及び届出書の種類 通数 福付書類 形式審査

国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税
通 有・無 適・否

の特例の適用を受ける旨の届出書

国税関係帳領の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税
通 有・無 適・否

の特例の適用の取りやめの届出書

国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書 通 有・無 適・否

国税関係帳簿の竃磁的記録等による保存等に係る過少申告加
通 有・無 適・否

算税の特例の適用を受ける旨の届出の変更届出書

国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書 通 有・無 適・否

国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過
通 有・無 適・否

去分重要書類）

国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電千計算機出カマイクロフ
通 有・無 適・否

ィルムによる保存の承認申請書（中途）

3 参考事項

（注） 送付書は複写で作成し、 1部を決裁原義として余白に決裁欄を設けて使用する。

31 



別紙様式6

新：、 a
|
 

直 旨

；二三；；：三□竺声可苔るI
n)システムの概蚕` システム開鈴の関遣書額を傭え付けている．（市厩のブログラムをll!JIIする珊合誓餘く） 口遍口否 口遍 口否

2•●シ"付ス、.けテムffi”眉
12) Ii!穀項目を最初I;:).カしたシステムから金ての操作簸朗●を編え付けている．（入力予他に璽舒してる鶴分を隙く） 口遍口否 口遍 口否

0 システム娼壇を1i!帳代行婁者等に11!託している場含~;1,1釦駿委討契約書を傭え付けている． 口遍 口否 口遍 口否

(4)電磁入的出記力録姐の噸慄（存記等録の事手項順O'!及ITび正l!!ヌ!!Iは郎剛署瞼な及どび菱遍明IJII以をパすこいるたと●釈類n入出力是遭餐＊む．）の手順Jヨ種及び担当鶴暑並びに 口遍 口否 口ll!I D百

（1)デヽ スブレイ及びブリン9菫aこ操作殷明●を●え付けて、豊然1:した形式及び明謙な状態で遷やかに出力できる． 口遍 口否 口遍 口詈

口贄問検査権に基づく暢鐸データ・書類データのダウス3ードa;,求めl.:Jt:じている． 口遍 〇否 口遭 口習

3 •デ出●•ー力●タ•●の表●示・ 3 ぼ檎饗項目について記鰻事項のないデータを検索(l>lu'籠（空白）を対象とl,て檎累）できる． 口遍 口否 口 適 口 否

9 ...(I.m鸞̂t慎.稟.ッー＂，^ー．仕．（"'口'9（年（●月月99a，リ．●．9，，l・●日●付及をび殷●定9しl●,..  ●",.き.る応，）しt●●できる． 口遍 口否 口遍 口否

遍 匂事纂年度コ4に襲圃を11宣して彙件甑定ができA覧い出されUE録事項のみが■圃及び書霞に出力される． 口遍口否 〇適口否

; i 
161―以J:.確鵞/l)検素項日を絹み合わせて最件餃定がで書る． 口遍口畜 口遍 口習

4 及蘊"t正び●遣隕●●知口●入し 11 1 記反入戴封力●仕99か訳をらに最7よ初9りにn以入止内力●●Un餘埠止の＇●●点●駄かをのら肇履の訂●に下・しー．てa99い9さ9る0な湯,い9．合場ア、合及当、"珈内"●入蝙●か力定繊をか認●つ●でシきスでるテき．ムるが情対義応がし付て●い芍る1．て ／／  ロロ いる． 口遍口否

， 四通常の入力M間（最長a”'以内）を繰iiして入力いと事実が蘊匿できる． ロ遍口否

6 性帳簿の確関慄遵 i 
(1)儡別、合計転記による記暢について一遍誉号」云票書号等に以湘互に確捻できる．

/ (2)集tt藍記による記暢の場合｀攘驀襴等I~員計対象項目及び集tt範國がヱ肇Iコe録討して確匿できる．
口遍 口否

1直要件遍合性の適否 口週 0否

w電子帳簿書類の要件に係る問題点の概要等（青色承認取消し、仕入税額控除否認の検討状況等）

（否（こテェックを付lガれもの等について問題点の概要を記戴する）

苔ミ号号詈土三：三••を開始ば町●●●（こ代える日）二．了
寄ら三三；；；三三三＝ ： ； ： ： ・ 鱈 分9●く） I口遍 0●

詈詈三：；：⇔（るこ
5入力"'|ぼ重驀書鄭つき、スキャンした●●●●鰊事項遭●に●遷する●●●●●●俎録事項との闘で、●互に知●遍●直繹n
する●● ユが"る．

（●和5●92月999薗（こスが 9●干が行われるものについで、—...も•な（

佃入力●●●霞と劃隈（ヱじた●●●遍守している．

口皐謂入力（おおむね9●●9以内（
口●●●●”’”寸応入力方鸞直●二9月と幻灼ね9●●9以内9十●99999999 9（エヌ↓“｀ごんぷ”"―"'劃J(U 」 ,."”n•.

VI スキャナデー芯芦エニ：る、電1 -0':7::,:~:::;::：●絨：：らか1:]:::;;;;;
直スキャナ保存の要件に係る問題点の概要等（青色承認歌消し、仕入税額控除否認の検討状況等）

（否にテェックを付けたもの事について問題点の概要を記戴す9)

口遭 口否

口週 口否

口遍 0● 

口遍 〇否

口遭 Di!i 

口週 口否

口遭 口否

〇逼口否

口適 口否

口適 口否

口遍 Oi!i 
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X 電子取弓1の取引情報に孫る電磁的記録の保存要件の確認（慧4)
；下： ぎ9信汀ヽ＇『`さ叫’'r，這

保存状況の確認（電磁的記録による保存かを確認）

I口電磁約記録による保存が行われてしる｛出力いと書iiによる保存のみ以わてし屯い．）
ャ存期II( 年） 口適 口否

1口法定翔間分のデータが正区保存討沢いる．

（参考）電渭コ帳t費ら税法霰法に艦餞上1呵定`『す厠撮るI,供要てを保件受存に1畢たしてじ遭いて格録る場請存合求すはる書必にチ要係ェが必る電畠中る置甍た的紅．記以録下』又のは「景「祖存手晏方件にの撮確俣認いJのS量チ格ェッ麟クを求行書うに（清嚢法る電30磁、5的1の置4緑儘ぽ）．慄存する場合`

伐存更件の確認

口電磁的Ii!緑の記録事項1こ夕fムスタンブ，，付ざヽ た後` 取引情轍が授受吋している．

9 ●●●● ●の
; ”. 口 ・ .以9令•.-下タ＋イm9の●ム9•情.^」3ス9↑ー'薗タ慣"＇m夕ン3•’ブ‘月’‘江―3が̀●9】9付"：る9•二たれ遍●エかR守瀑9て的砂こ＾やいた“煎りるしに取ムて．間9お，9り1を9イすお経カムる如●9デを9ーし渭付ゾたタに貪艤す9がつ蓑．99いで遭9以て因^やは内^t．かて、9．'●"い.量る●.＿長●覺二又覆9は幾月そU●の監うをお定詈むめ』ね●179富え9[付●9け999れ以●ヽ内るし．.9 、かつ以下のピら祉心●件を満たして

口遍 口否

口口次電の●●的●にのい絋ずにれつかいをて漢訂た正す●電●子9計行算4機3場●合●、シこスれテ：ム^警●●責●及しびて内取●引9情籠●駈のし擾e●る．及び電ロ●・的は●劇●.の保.. 存,を"行っ"て佃いiる-、し．きない．

口 ITiE及び削餘の防止ば聾する事務姐灌の親糧を足め` 当該晟糧に沿った置用菱行い、当駿綱覆を懺え付けている．

2可●●●性の
: i1)ディスブH及びブリカ並匹操作説晴書を●え付1ft"皇鉛：ぽ形式及び睛疇な状態で鷹やが出力a卜る． 口週 口否

て ロシステムの概甍を記戴した書躙を傭え付iれ1ヽ ふ（市霰のブログラム沼tll!用する場合を隷（） 口遍 口畜

01 ●※9及で●●きび●和ヱる●S一ーnよエ●●T引19.a茫29.月バ冒13碁1賞91ヽ―り9る貪以出●●●I ●力』に1でこやし)やで~、りり電あ●取取子るり9り．すl●す●るる3,デ1デデー,ーータ-タ“.. ににー'つ・つ,いいのウて匹ン9はロ付、ー、置及『ド墓漕びの畢戴罰十~●同9打l●●一―rの冗し．亭じJ上さ4富卜アと●ビーが●が“9c“で"l刃きた和たる万書よ万円う●円以に●以し下●て下でい示.9る又又.●はI.. ●「●9出-の←A9●●寧ぷにと応しじたZニ扉式ヨーが 〇遍 0否

3 ●確●畿●の (2)検素項目について記録事項のないデータ贅檎素(Nul鑢（室日）誓対象として檎饗）できる． 口遭 口否

(が1) 図電子取引データの検索の条件に取ijl年月aそ9他の日付、取引金額及び取引先名称を設室して検累できる． Oil 口否

否の 関貫閾檎査櫨1コP（電子取引データのダウンロード0)求めに応じている．

: 寧信事業年度ごa::1!ill!IIを権定して彙件殷定ができ＊探し111された記録事項のみが圃Ill及び書面I~力討｀． 口遭 口否

二EUゴの任童l1J控索項目を組み合わせて条件匿笈で9る．

定‘、電子取日デタI,こ頁這した仮羞隠蔽fJ)賓無I口● 9●貫潤....●●置の判定） 口● I刈夕母遍蒼在也適至ふ疇 口遍 口否

泣猶ラ籍量の遍否（姦h直要件適合性の遍否」が「否1の場合）
~ヽ ら、冬｀

各

り）区1-30対応ができなか→ごとについてJ椙当の珊由』があ．

次ずれ如も●｝●0すつい 図電子取91データをカントアウHた書繭を11示•II出するユ士できる． 口遍 口否

(3j電子取引データのダウスコードの求めに応じるユ：ができる．

渾ギ取引の要件に係孟問題点の概要等（青色承認取消し、仕入税額揺餘否認の検討沃況号嘉鳳 ； 嘉叡言：貪燃

（否にチェックを付l11tもの等について111題点の概要を記載する）

9令和9年92月●）
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別紙様式7
新

（蓋事運業蓄者号名） 作成年月日

------ 保存場所
謂査担当者

確認対象課税期間（A)：（例）0年分～0年分） I 
（確認場所）

1 優良な帳簿の保存要件・軽減措置の遍用要件の確認

基本項目の確認（か0 匹）

1国税関慄帳簿の電磁的記録等IU'る保存等に保る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の雇出書の椙出がある．

I 
特例の遍用を曼lがる冒の届出書に記鐵された僅付開姶日｛ 年 月 日）...(B) 口遍 口否

眉出●に記載沼ぽ：電磁的記録を作成するブログラム（ソフトウェア）（ ） 

2鰈税網層の初日から対象以沿特悧国耕関係帳簿の全てに3いで電子糧鱒によ1)(11え付けている． 口遍口否

3最初の記録段議から一貫して電磁的記錬（明細データ）によ引印茨・保存している． 口遍口否

4青色申告看が傭え付けるぺき対彙帳簿を電磁的に記録・保存している． 口遭 口否

値別項目の確認

1 システム関係書類の備付け（知心一饂係）

(11システム0概要` システム開発の関還書類誓傭え付けている．（市販のブ立fラムを使用する場合奇瞼く） 口遍 □否

12'記戴項目を最初に入力Uビシステムから全ての操作駁明書を備え付けている．（入力を蝕lこ璽託してる龍分を餘く） 口遍口否

(3)システム処廻を記暢代行寡者等に晏託している場合には当該委託契的書を備え付けている． 口適口否

(4的)記入録出の力保処存遷筆（の記手録順事及項びll)担IJ当正鶉又暑はな割ど騎を及明び祉遍Nこ加しをたす書る類ためIT)入出力是遷を含む．）の手霞JEl種及び坦当郎暑並びに電磁 口遍 口否

2 帳簿データの検索、表示、出力懺能の確保渾叫）一，親5⑤ーII躙保）

(1)検索項目1;:-,いて記録事項のないデータを検索（N直値（空臼）を対拿として検索）できる． 口適口否

(21各暢簿の検索の条件口田1年月日、取引金鶴及田餃弓l先名霧を設定しで負素できる． 口遍口否

瀾質問検査櫂に基づく帳簿データの究9ス］ードの求刹コこじている．

翠
口事棠年度コぷ範圃を指定して粂件骰定ができ、探し出ざ況記錬事項のみが直面及び書Illに出力柑渇． 口適口否

ロニ以上の任意の検素項目を縫み合わせて条件設定が呻｀探し出ざた記録事項のみが画国及び書面に出力打沿．

(4lデ09しイ及びブリ況直ガに操作説明書を備え付けて、整然とした形式及び明畷な状態で還やか口出力できる． 口遍 口否

3 訂正•剛除及び追加入力の履歴の電保（繹到P-1 イ闘繹｝

(1)記載項目を最初に入力い浅奇点か以D訂正剛餘の事実及び内容が確認で色る．

口反対仕訳lヰり訂正削除の履墨を蘊保している場合、当初0)入力を特定できる情糟が付i謎れている． 口遍 □否

ロ入力日から7日以内の訂正削除の履匿菱残さない場合` 内螂規桓かつシステムが対応している．

口通常IJ)入力期躙（最長囚"9以内）を経過して入力した事実が確認できる． 口遍口否

4 関連する帳簿閻(/)記録事項(I)関違性の確保渾6⑤ーロ闘釦

(1I蜃財＊合計転記lユ：る記帳について一運誉号」豆票蕃号葛によ＂目互に確認できる．
| 1 口遍 口否

(2)集計転記による記帳の場合、摘婆欄等に集計対象項目及び集計範1111が正確1;;1洟＇されて蕩認できる．

5 他の法律との麗係（法訳!))

(1)重加算税を賦課した諫税期間がある（少額不徴収の場合を含む）． 噸口省口霰 l且口賓口糠

(2)重加算租を賦課した鰈税期間（少顧不徴収の場合を含む）． ~ | ~ 

ロ過少申誉加算税の軽減の運否判定

「週』となる
m （綱査1:.1：り確認しだ特倒園税関係帳簿を電磁的記録によ1)11え付けている鰈税期間

鰈税期閻 (2)過少申告加算税の軽減の遍用を受け祖1る課税期間｛（110うち` 1の蔓件全でt満たじている課税期間）

「課否税」と期な隕る 確の腿いず対れ象か課が税「否期J闊とな(Aっ)たの又うちl9、「届R 出書lこ悶された忠 闘とな始っ●た鰈(9税)以期降麟の課税期間で、
I 5他の法 関保J J 

m過少申告加算税の軽減の適用を受けられない課税期間におけるその理由（要件適合怯に係る問題点の概要等）

(IIにおいて「否」となった鰈税期間がある湯合、「否」となった遷由（倒：不適合となった蔓件等について関題点の概要を記載する））

綾括官 店 凌娠•全．＂虞鵬脊， 紘·―:—―・全；＿ 幻：ぷ

| l口調査結果説明書への記載を確認した。

l 口（適磁"t!1t111)潤算税の賦諫決定通知書／口（否の繹税期躙）処分の理由書への記載を確認~.
（令和5年99月阪）
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別紙様式7 （記載要領）

「判定チェックシート【優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置】」の

記載要領及び留意事項

電子帳簿保存法第8条第4項（（優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置））の規定の適用に

ついて、その可否判断を行う場合に使用する。なお、「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に

係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」の提出がある保存義務者について調査を行

う際には、このチェックシートを作成し、その要件適合性の確認を行う必要があることに留意する。

なお、JIIMA認証を受けているソフトウェア等については、「個別項目の確認」のうち、「 1 システ

ム関係書類の備付け」襴から「4 関連する帳簿間、書類と帳簿間の記録事項の関連性の確保」欄まで

については、調査の過程で当該ソフトウェア等を使用した際に、特段の要件不適合性を認識しなければ、

その全ての欄を「適」として差し支えない。

また、JI!狐認証を受けているソフトウェア等以外の場合についても、調査の過程で確認できている

内容について、改めて確認作業を行う必要がないことに留意する。

おって、該当がない項目については斜線をひく。

I 優良な帳簿の保存要件・軽減措置の適用要件の確毘

基本項目の確認

「1国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の

届出書の提出がある。」欄の各項目については、当該届出書の提出状況を確認の上、当該届出書に基づ

き記載する。なお、「届出書に記載された電磁的記録を作成するプログラム（ソフトウェア）」と調査

の過程で確認した実際のプログラム等が異なる場合には、余白等に実際に確認したプログラム名等を

記載した上で、実際のプログラム等により、その要件適合性を判断することに留意する。

2以降の欄については、実際の備付状況等により確認する。なお、「4 青色申告者が備え付けるべ

き対象帳簿を電磁的に記録・保存している。」欄について、その対象帳簿の範囲については、調査対象

者の作成状況により判断して差し支えない。

また、旧電子帳簿保存法第4条第 1項又は第5条第 1項若しくは第3項のいずれかの承認を受けて

いる保存義務者が令和4年 1月1日前に開始した課税期間について過少申告加算税の軽減措置の適用

を受けようとする場合、対象帳簿のうち一部の帳簿について当該承認を受けていないことを把握した

ときであっても、当該承認を受けていない帳簿を電磁的に記録・保存しており、実際の備付状況等か

ら「個別項目の確認」の項目がいずれも「適」となるときは、「4 青色申告者が備え付けるべき対象

帳簿を竃磁的に記録・保存している。」欄を「適」として取り扱って差し支えない。

個別項目の確認

1 システム関係書類の備付け

備付状況等を確認する。

2 帳簿書類データの検索、表示、出力機能の確保
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システムを操作し、その状況を確認するとともに、要件充足の要否については、関連する取扱

通達や一問一答を参照して判断する。

3 訂正・削除及び追加入力の履歴の確保

システムの訂正・削除及び追加入力の履歴の一覧機能を参照し、その入力状況等から確認する。

履歴の事績がない場合は、進行期において検証のために事績を入力させる等の方法により機能

の有無について確認する。

4 関運する帳簿間の記録事項の関逼性の確保

総勘定元帳から補助簿等へ、補助簿等から総勘定元帳へ、各々の仕分けが関連しているか、各々

最低一つの仕訳について確認する。

I 過少申告加算税の軽減の適否判定

1の項目に一つでも「否」があった課税期間については、「否」となることに留意する。

なお、特例の適用を受ける旨の届出書に記載された備付開始日より前の課税期間であっても、 1の

項目がいずれも「適」となった課税期間については、軽減措置の適用を受けられる課税期間に含めて

判断することに留意する。

皿 過少申告加算税の軽減の適用を受けられない課税期間におけるその理由（要件適合性に係る問踵点

の概要等）

11に否となった課税期間がある場合、否と判断したその理由を記載する。

その記載の程度については、次回調査時において不適合となった要件等について再度確認ができる

よう、問題点の概要を記載する。

なお、判定が「否」となった場合は、過少申告加算税の軽減措置の適用はないこととなるが、優良

な電子帳簿の要件の不適合は青色申告の承認取消しができる場合に該当しないことに留意する。
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別紙様式8

質疑応答せん

質疑項目

”法適用状玩

1. 質疑内容

゜

2 回答内容

゜

(OOOOO-00000000) 

局（署）
べ忍、 心

令担当部門
℃入必
沼ゞ

｀ 電話・面接・調査

． ．接触形態Iその他（

帳簿・書類・スキャナ・電子取引•その他（ ） 

帳簿・書類・スキャナ・なし

I回答年月且 1
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1回答相手方氏名 I

1別紙の有無 I 有・無



別紙様式8 （別紙）

3.部内検討質疑・回答内容

ごら念氏名I饂
へぐぐ

心合内 灼／》容べ／5必王／ ロ、
（． ．） 

( .  ．） 

（． ．） 

（． ．） 

（． ．） 

（． ・）

（． ・）

I. ．） 

（． ．） 

（． ・）

（． ・）

（． ．） 

（． ．） 

（． ） 
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99紙様式8【記載例】

質疑応答せん

|B万署叶札幌局札幌北署 1坦直部門 I法人 1 担当者 100 00 

(01101-00llllll) 

国税合同事務所（株）

貫疑相手：」 ：？？x:：：くxx-x-|接五：日□9しり接調)'1,.
桓・書類・スキャナ・電子取引•その他（ ） 

頼簿・書類・スキャナ・匠旦

1.質疑内容

複数のシステムを利用している場合の検索性要件について

0 自社で導入予定のシステムは、営業部ごとに導入している販売管理ソフトのデータを日次で、デ

ータ保存ソフト (A社製000)へ記録しております。 000は記録したデータの項目はすべて検索

可能となっております。また、データの修正はできませんので、誤入力が後日判明した場合には、

マイナス入力することになりますので、訂正加除の履歴も保持されています。

ただし、営業部ごとに導入している販売管理ソフトのデータは日次更新により削除されています。

※添付書類 製品パンフレットと自社で導入している販売管理ソフトの一覧表

2 回答内容

0 大丈夫です。

なぜなら・・ ． 

1回答年月日| 4. os.10 I回笞相手机邸i| 

1別紙の有無 I
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別紙様式 8 （別紙）【記載例】

3.部内検討質疑・回答内容

（年月者●)所入冑ッ'人ヽ 属咬” 忍
以魯

容 ダ`yし｝ヽ／ぷ‘t；言ぐ:/^  べ，／‘賢
, 内

ぺ令 忍‘天．ぎ、：90，、, ’ ぷ担当 ・氏名 ` " ・ •9 ; 

(4 • 7 • IO) 以下の不明点を確認して回答したい。

札幌北署
A社製000については、JIIMA認証を得ていないので詳細が不明。相互関連性の

法人 100
観点では上流システムの・・・

(4 • 7 • 17) 局調査部に確認するも同システム導入例なし。

札幌局課税総括課
基幹局へ質疑検討を依頼。

調整係00

(4 • 7 • 24) 東京局調査開発課に確認。過去審査事例があり、要件を満たしている。

東京局課税総括課
※過去審査の事例（写・マスキング済）添付

調整係00
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別級様式9 国税関係帳簿
国税関係書類の電磁的記録等による保存等の承認の取清決議書

1部門 整理番号

起案 決 署 長 暑9長、青t統 括 官 等 担当者
整 整理簿

裁 理

決裁
欄 欄

国税関係帳簿
電磁的記録

下記対象者(l) の酎捐馳詔知7ィルムによる保存等の承認について、下記のと
国税関係書類

スキャナ

おり、そのき：を取り消し、当該対象者にその旨通知してよろしいか。

記

対 納 税 地

象 保存義務者名

者 代 表 者氏名

1 承認している帳簿書類
取消対 象

帳簿書 類 の 種 類
保存方法 承の適月条項 承認年月日 帳簿書類

番号 根拠税法 名 称 等

① 
口編磁的記録

第条第項 年月日
口該当

□COM □スキャナ 口 非 該当----------------------------------------------------------------··—···-········ ---------------------------------

② 
口電磁的記録

第条第項 年月日
口該当

口 COM ロスキャナ 口 非 該当
-• ----• -“--- ..“-“““•-“` ̀ -●_・--------- ----------------------------------------------------------------・・・--------

③ 
口電磁的記録

第条第項 年月日
口該当

□COM □スキャナ 口 非 該当---------------------------------------- --- ---------- -------・ー― --------------------------------------------------

④ 
口電磁的記録

第条第項 年月日
口該当

□COM ロスキャナ 口非該当
-----------------------------------------------------------------------------------------------ー一▼ー▼呵 -------------

⑤ 
口電磁的記録

第 条第 項 年 月 日
口該当

□COM □スキャナ 口非該当

2 承認取消対象の帳簿書類及び取消事由

取消対象

緩簿書類 取消該当条項 取 消 事 由

番 号

協議の相手

先及び内容
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盟塁；； の電磁的記録等による保存等の承認の取消決議書の記載要領

1 この決議書は、所得税法等の＿部を改正する法律（令和3年法律第 11号）による改正前の電子計算機

を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（以下「旧法」という。）第8条

第1項又は旧法第9条において準用する旧法第8条第1項の規定により、国税関係帳簿書類の電磁的記録

等による保存等の承認の全部又は一部の取消しの決識を行う場合に使用する。

1111 帳簿、書類及びスキャナ保存に係る決議はそれぞれ別葉とする。

2 帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項（旧法第8条第1項第1号又は同項第2号）に係

る取消しを行う場合には別葉とする。

2 標題中の開塁霜：」並びに伺い文中の言霊：：、「；計ら竺旦，：」及び「竺□」
の各箇所については、決裁の内容に応じて不要な文字を二重線で抹消する。

3 各欄は、次により記載する。

Ill 「1 承認している帳簿書類」欄の各欄には、承認している国税関係鞣簿書類の全てを記載し、承認

取消しの対象とするか否かの区分を「取消対象帳簿書類」欄にチェックする。

(2) 「2 承認取消対象の帳簿書類及び取消事由J襴には、取消しの対象とする国税関係帳簿書類につい

て、「 1 承認している帳簿書類」欄の番号、取消しの該当条項（旧法第8条第1項第1号若しくは第

2号又は旧法第9条において準用する旧法第8条第1項第1号若しくは第2号）及び具体的な取消事由

を記載する。
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別紙様式10--1

納税地 等

保存義務者名

代表者氏名

第 号

令和年月日

税務署長

財務事務官

国税関係帳痺の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書

所得税法等の一部を改正する法律（令和3年法律第 II号）による改正前の電子計算機を使用

して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の規定に基づく下記 1の国税

関係帳簿に係る承認については、下記2の理由により（同法第9条において準用する）同法第 8

条第 1項第 号に該当しますので、これを取り消しましたから通知します。

記

1 取消しの対象

取消対象の国税関係鰻簿 承認の適用条項 承認年月

同法第 条第 項 年 月

同法第 条第 項 年 月

同法第 条第 項 年 月

同法第 条第 項 年 月

同法第 条第 項 年 月

2 取消しの理由

R 

日

日

日

日

日

日

この通知に係る処分は、 の職員の調査に基づいて行いました。
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別紙様式10-2

第号

令和年月日

納税地等

保存義務者名

代表者氏名

税務署長

財務事務官

国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認の取消通知書

所得税法等の一部を改正する法律（令和 3年法律第 11号）による改正前の竃子計算機を使用し

て作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の規定に基づく下記1の国税関係

書類に係る承認については、下記2の理由により（同法第9条において準用する）同法第8条第

1項第 号に該当しますので、これを取り消しましたから通知します。

記

1 取消しの対象

取消対象の国税関係書類 承認の適用条項 承認年月

同法第 条第 項 年 月

同法第 条第 項 年 月

同法第 条第 項 年 月

同法第 条第 項 年 月

同法第 条第 項 年 月

2 取消しの理由

日

H 

El 

日

日

日

この通知に係る処分は、 の職員の調査に基づいて行いました。
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別紙様式10-3

第号

令和年月日

納税地等

保存義務者名

代表者氏名

税務署長

財務事務官

国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認の取消通知書

所得税法等の一部を改正する法律（令和3年法律第 11号）による改正前の電子計算機を使用し

て作成する国税関係帳簿奮類の保存方法等の特例に関する法律の規定に基づく下記 1の国税関係

書類に係る承認については、下記 2の理由により（同法第9条において準用する）同法第8条第 1

項第 号に該当しますので、これを取り消しましたから通知します．

記

1 取消しの対象

取消対象の国税関係書類 承認の適用条項 承認年月日

同法第 条第 項 年 月

同法第 条第 項 年 月

同法第 条第 項 年 月

同法第 条第 項 年 月

同法第 条第 項 年 月

2 取消しの理由

⑲ 

日

日

日

日

B 

この通知に係る処分は、 の職員の調査に基づいて行いました．
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別紙様式10-4

号

日
月

第

年
和令

納税地等

保存義務者名

代表者氏名

税務署長

財務事務官

国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルム
による保存の承認の取消通知書

所得税法等の一部を改正する法律（令和3年法律第 11号）による改正前の電子計算機を使用

して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の規定に基づく下記 1の国税

関係帳簿書類に係る承認については、下記2の理由により（同法第9条において準用する）同法

第8条第 1項第 号に該当しますので、これを取り消しましたから通知します。

記

1 取消しの対象

R
 

取消対象の国税関係帳簿魯類 承認の適用条項 承認年月 日

同法第 条第 項 年 月 日

同法第 条第 項 年 月 H 

同法第 条第 項 年 月 日

同法第 条第 項 年 月 日

同法第 条第 項 年 月 日

2 取消しの理由

この通知 1こ係る処分は、 の職員の調査に基づいて行いました。
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別紙 1

不服申立て等について

【不服申立てについて】

〇 この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して 3月以内に

税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

〇 再調査の請求（法定の再調査の請求期間経過後にされたものその他その請求が適法にされていない

ものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服がある

ときは、当該再調査の請求をした方は、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して 1

月以内に国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

〇 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服があるときは、

当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下「取消訴訟」といいます。）を提

起することができます。

〇 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。

〇 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6月を経過したとき又は当該裁決の

日の翌日から起算して 1年を経過したときは、提起することができません。

〇 取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれか

に該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起することができます。

(I)審査請求がされたaの翌日から起算して 3月を経過しても裁決がないとき。

(2)更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している問に当該更正決定等

に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき。

(3)審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き、その他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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別紙2

不服申立て等について

【不服申立てについて】

〇 この処分に不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して 3月以内に

国税局長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長（提出先は、

国税不服審判所首席国税審判官）に対して審査請求をすることができます。

〇 再調査の請求（法定の再調査の請求期間経過後にされたものその他その請求が適法にされていない

ものを除きます。）についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服がある

ときは、当該再調査の請求をした方は、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して 1

月以内に国税不服審判所長に対して審査請求をすることができます。

【取消しの訴えについて】

〇 審査請求について裁決があった場合において、当該裁決を経た後の処分になお不服があるときは、

当該審査請求をした方は、裁判所に対して処分の取消しの訴え（以下「取消訴訟」といいます。）を提

起することができます。

〇 取消訴訟の被告とすべき者は国（代表者 法務大臣）となります。

〇 取消訴訟は、裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6月を経過したとき又は当該裁決の

日の翌日から起算して 1年を経過したときは、提起することができません。

〇 取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれか

に該当するときは、審査請求に対する裁決を経ずして訴訟を提起することができます。

(I)審査請求がされたHの翌日から起算して 3月を経過しても裁決がないとき。

(2)更正決定等の取消しを求める訴えを提起した方が、その訴訟の係属している間に当該更正決定等

に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき。

(3)審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があると

き、その他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認の取消通知書

国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認の取消通知書

国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認の取消通知書

国租舅係帳纂書覆に編る電置杓 E餞の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存1JJ承穏の最消通紐書

1 この通知書は、所得税法等の一部を改正する法律（令和3年法律第11号）による改正前の電子計算機

を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（以下「旧法」という。）第8条

第1項又は旧法第9条において準用する旧法第8条第1項の規定により、国税関係鋲簿書類の電磁的記録

等による保存等の承認の全部又は一部の取消しをする場合に使用する。

Iii帳簿又は書類のそれぞれの範ちゅうで二つの条項（旧法第8条第1項第1号又は同項第2号）に係

る取消しを行う場合には別葉とする。

2 通知文については、次のとおり記載する。

(1) 「第8条第1項第 号」には、取消しの理由に応じて旧法第8条第1項の該当号を記載する。

(2) 「（同法第9条において準用する）」は、承認の適用条項が旧法第4条第 1項、旧法第4条第2項及び

1日法第4条第3項である場合には抹消し、旧法第5条第1項、旧法第5条第2項又は旧法第5条第3項

である場合には、「（」及び「）」を抹消する。

3 「1 取消しの対象」の各欄には、取消しの対象とする国税関係帳簿書類の承認時の申請書又は承認通

知書に基づいて、その名称等、承認の適用条項及び承認年月日（みなし承認の場合にはみなし承認年月日）

を記載する。

4 「2 取消しの理由」には、取消しの理由を記載する。

この場合、取消対象の国税関保饂毎書類について、

(1) I日法第8条第1項第1号該当の場合には、電磁的記録の備付け又は保存が行われていない事実

(2) 旧法第8条第1項第2号該当の場合には、電磁的記録の備付け又は保存が旧法第4条第1項、第2項

及び第3項に規定する令和3年財務省令第25号による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関

係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第3条第1項から第6項に定めるところに従っ

て行われていない事実があることを、取消対象の国税関杯帳江書類に応じて（複数の国税関保板簿書類

が取消しの対象となる場合で取消しの事由が同じであるときは、取りまとめて）、具体的に記載するこ

とに留意する。

Ill この箇所に書ききれない場合は、「別紙のとおり」と記載し、別紙に上記の内容を記載する。

5 「この通知に係る処分は、 の職員の調査に基づいて行いました」欄の空白箇所には、国税局

の職員の調査に基づいて行う処分である場合に、その国税局名を記入し、その他の場合には、この欄の全

部を抹消する。

6 教示文については、処分の内容に応じて、次のとおり記載する（それぞれに該当する用紙を使用するこ

とに留意する。）。

III 税務署の職員の調査に基づいて行われた処分である場合（別紙1)

r... 3月以内に 税務署長に対して．．．」の空白部分には、処分の対象となる保存義務者

の納税地を管轄する税務署名を記載する。

また、「・・・（提出先は 国税不服審判所首席国税審判官）・・・」の空白部分には、当該税務

署の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。

(2) 国税局の職員の調査に基づいて行われた処分である場合(',jlj紙2)

「...3月以内に 国税局長に対して・・・」の空白部分には、処分の対象となる保存義務者

の納税地を管轄する税務署の管轄区域を所轄する国税局名を記載する。

また、「・・・（提出先は 国税不服審判所首席国税審判官）．．．」の空白部分には、当該国税

局の管轄区域を管轄する国税不服審判所名を記載する。

7 この通知書及び教示文は、複写により 2部作成し、 1部を決議書に添付し、他の 1部を保存義務者に送

付する。
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別冊

1 層出書攀の娼l!I!

届出書等を受理した場合は、速やかに納税者管理グループにおいて、次の処理を行う。

その際、「国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存の承認申請

書」については、旧電子帳簿保存法上、その申請書に係る審査のための期間が最短で3か月間となる

（申請書の提出期限が国税関係帳簿書類の電磁的記録等による備付け又は保存を行おうとする日の

3か月前であり、かつ、当該備付け又は保存を行おうとする Hの前日までに所轄税務署長の処分がな

いときには、その日をもって承認があったとみなされることとなる。）ことを踏まえ、処理を滞らせ

ることのないよう留意する。

なお、自センター対象署（以下「自署」という。）以外を所轄税務署とする便宜提出届出書等につ

いては、次の(1)及び(2)の処理を要した後、収受事績のみをKSK入力した上で(4)に基づき処理する。

おって、センター非対象署課税部門及び他センターから回付された自署を所轄税務署とする便宜提

出届出書等については、 (1)、(2)の処理及び収受事績の入力を要しない（経由する所轄外税務署におい

て実施済みである。）ことに留意する。

(1) 届出書等の審査

次の事項について審査を行う。

① 提出先に誤りはないか。

② 提出期限を徒過していないか。

③ 記載が必要な各欄につき記載漏れはないか。

④ 提出部数に不足はないか。

(2) 届出書等の補正等

(1)の審査の結果、不備があるものについては、次により処理する。

イ 提出先を誤っている場合

提出先署管内以外に納税地を有する者から提出されたもの（便宜提出届出書等を除く。）は、

当該届出書等を提出した者に連絡して今後は所轄税務署へ提出するよう指導した上で、所轄税務

署又は担当センターヘ移送する。

ロ 提出期限を徒過している場合

提出期限を徒過している旨を適宜の方法で当該届出書等を提出した者へ連絡する。その際、届

出者等から、当該届出書等の電磁的記録の保存に代える日又は基準日等の年月日を訂正する旨の

申し出があった場合には、当該届出書等を提出期限内に提出されたものとして取り扱い、その旨

を届出書等の税務署処理欄の「（摘要）」欄に記載する。

なお、「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用を受ける

旨の届出書」（「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る 65万円の青色申告特別控

除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」が提出された場合において、過少

申告加算税の特例の適用を受ける旨が記入されている場合を含む。） （以下「特例適用届出書」

という。）については、本編第4の3(2)による取扱いを考慮し、提出者への連絡や訂正の必要は

ないことに留意する。

ハ 記載に不備がある場合

当該届出書等を提出した者へ適宜の方法でその旨を連絡し、令和 3年6月16日付官企2-35ほ

か15課共同「業務センター事務提要の制定について」（事務運営指針） （以下「業務センター事務

・I・



提要」という。）の第 1編第3章第 2節第2《不備がある場合の補正等処理》に基づき、補正を

行う。

なお、補正に当たっては、届出書等の税務署処理欄（「摘要」欄）にその補正事績を記載する。

二 提出部数が不足する場合

当該届出書等を提出した者へ適宜の方法でその旨を連絡し、不足分の提出依頼等を行う。

(3) 収受事績・届出事績のKSK入力

(2)までの処理を了した届出書等の収受事績を入力した後、次のイ～ハの区分に応じて届出事績の

入力を行うが、次の①又は②の場合には、一の届出書により複数の届出事績の入力が必要になるた

め、留意する。

① 特例適用届出書又は「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申

告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」のうち、 65万円の青色申

告特別控除の適用のみ受ける旨が記入されている届出書の (2) 「その他参考となる事項」欄

に取りやめようとする承認済国税関係帳簿（旧電子帳簿保存法の承認を受けている国税関係帳簿

をいう』の種類が記載されている場合

旧電子帳簿保存法第7条第 1項に規定する「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の取り

やめの届出書」の提出があったものとみなし、 KSK「申請書等情報異動入力」又はKSK「電

子帳簿保存入力」により、取りやめの事績についても入力する。

② 「国税関係頼簿の電磁的記録等による保存等に係る過少申告加算税の特例の適用の取り

やめの届出書」及び「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書J

の兼用様式について、いずれについても届け出る旨の記載がある場合

それぞれについて提出があったものとして事績入力を行う。

また、届出事績を入力した後、届出書等については、入力した「入力年月日」及び「入力担当者」

を届出書等の税務署処理欄に記載するとともに、上記①又は②の処理を行った場合には、その事績

を「（摘要）」欄に記載する。

そのほか、一の届出書等に複数の税目等に係る国税関係帳簿書類が記載されている場合には、届

出書等の回付先が明らかとなるよう、当該届出書等の税務署処理欄（「回付先」襴）の部門等の略

称を0で囲むとともに、当該届出書等の写しを作成したうえ、次の(6)のとおり関係部門に引継ぎ等

を行う。

イ 所得税（源泉徴収に係るものを除く。）及び消費税（個人）

届出等に係る事績については、 KSK「申請書等情報異動入力」により所要の入力を行う。

なお、「電子帳簿適用年月 aJには、「（備付け及び）保存に代える日」を入力することに留意

する。

ロ 法人税及び消費税（法人）、所得税（源泉徴収に係るものに限る。）、酒税

田届出書等の提出があった場合には、 KSK「電子帳簿保存入力」により入力を行う。

1,) 申請書の提出があった場合は、「承認年月日」欄には、旧電子帳簿保存法第 6条第5項に定

める「みなし承認の日」を入力する。なお、既に「取りやめの届出書」が提出されている場

合であっても、一且承認申請事績を入力した後に取りやめの事績を入力することに留意する。

11!1 個人事業者から提出された所得税（源泉徴収に係るものに限る。）及び酒税の申請書に

ついては、入力は要しない。また、電千帳簿保存法に係る保存義務者が、国税関係帳簿書

類に係る国税の納税義務者でない場合及び当該申誼に係る所轄税務署が法人税又は消費税
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の納税地を管轄する税務署でない場合（例えば、本店と異なる所轄税務署管内に所在する

支店、営業所等が保存義務者の場合）も入力は要しない。

ハ間接諸税

間接諸税（たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印

紙税、電源開発促進税及び国際観光旅客税をいう。以下同じ。）の届出書等の提出があった場合

には、口に準じて事績を入力する。ただし、個人事業者から提出された届出書等については、入

力は要しない。

(41 整理簿への記載及び便宜提出届出書等の送付

次の区分に応じて＇、それぞれに掲げる処理を行う。

イ 法人税関係

法人税及び消費税に係る届出書等及び自署以外を所轄税務署とする便宜提出届出書等の回付

を受けた場合には、それぞれ次に掲げる処理を行う。

IJI ←般事務整理簿（電子帳簿保存）」（法人課税部門用） ［別紙様式1】にその届出書等の事

績を記載する。

位） 自署を所轄税務署とする届出書等と同時に受理した自署以外を所轄税務署とする便宜提

出届出書等がある場合には、「便宜提出」欄等に所要の事項を記載する。

なお、自署以外を所轄税務署とする便宜提出届出書等のみを受理した場合には、便宜提出

届出書等（当該届出書等が複数ある場合には、いずれかーの届出書等）に基づき「一般事務

整理簿（電子帳簿保存）」（法人課税部門用）への記載及び「便宜提出J欄等の記載を行う。

l•I 「国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等に係る届出書等の送付書」本編【別紙様式

5]（以下「送付書」という。）を作成し、これに届出書等（添付書類を含む。）を添付して決

裁を了した上、これらを当該申請書等に係る所轄税務署の法人課税部門又は担当センターに送

付するとともに、送付書の写し（決裁原義）を「一般事務整理簿（電子帳簿保存）」（法人課税

部門用）の末尾に羅てつする。

ロ 資料情報関係

届出書等に基づき、イ田に準じてその届出等の事績を「一般事務整理簿（電子帳簿保存）」（法

人課税部門用）に記載する。

また、自署以外を所轄税務署とする便宜提出届出書等については、イ1りに準じて当該届出書等

に係る所轄税務署の資料情報担当（部門）又は担当センターに送付する。

ハ源泉所得税関係

届出書等に基づき、イIJIに準じてその届出等の事績を「一般事務整理簿（電子帳簿保存）」（法

人課税部門用）に記載する。

また、自署以外を所轄税務署とする便宜提出届出書等については、イ I•)に準じて当該届出書等

に係る所轄税務署の源泉所得税担当（部門）又は担当センターに送付する。

二 間接諸税関係

田届出書等に基づき、イIJ)に準じてその届出等の事績を「電子帳簿保存整理簿（間接諸税用）」

【別紙様式2-1、2-2]に記載する。

また、自署以外を所轄税務署とする便宜提出届出書等については、イ I•)に準じて当該届出書

等に係る所轄税務署の間接諸税担当（部門）又は担当センターに送付する。

IIll 電子帳簿保存整理簿（間接諸税用）は、税目ごとの個人事業者、法人別に区分して記載す
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ることに留意する。

l•I 届出書等が局所管製造場等に係る届出書等の場合には、速やかにこれらの届出書等を局消費

税課に送付する。

ホ酒税関係

届出等の事績の整理は、酒類指導官等において行うため、速やかに(6)の処理を行う。

へ所得税関係

所得税及び消費税に係る届出書等及び他署を所轄税務署とする便宜提出届出書等の回付を受

けた場合には、イに準じて処理を行う。その場合には、「一般事務整理簿（電千帳簿保存）」（個

人課税部門用）【別紙様式3】を用いる。

(5) I日電子帳簿保存法に基づき提出される眉出書等の処理

旧電子帳簿保存法に基づき提出される届出書等（本編【別表】の番号3、5及び7をいう。）の

回付を受けた場合には、 (4)イIiiこ準じて整理簿（別紙様式1~3をいう。）へその届出書等の事績

を記載するとともに、業務センター事務提要の税目ごとに定められたく電子帳簿保存の承認申請等

≫に基づき所要の処理を行う。

(6) 眉出書等の編てつ・引継ぎ

届出書等に基づき、次に掲げる区分に応じて、それぞれに掲げる処理を行う。

イ 所得税（源泉所得税を除く。）及び消費税（個人）

処理を了した届出書（山林所得に係るものを含む。）は、署の実情に応じて氏名50音順又

は整理番号順若しくは各年分別に編てつして保管する。

ロ 法人税及び消費税（法人） （二、ホ及びへに該当する届出書を除く。）

届出書を対象署法人課税部門に引き継ぐ。

ハ資料情報関係

届出書を対象署資料情報担当（部門）に引き継ぐ。

— 源泉所得税関係

届出書を対象署源泉所得税担当（部門）に引き継ぐ。

ホ 間接諸税関係

届出書を対象署111l接諸税担当（部門）に引き継ぐ。

へ酒税関係

届出書等引継簿を作成し、届出書と併せて対象署の酒類指導官部門等に引き継ぐ。

(7) 局調査課への届出書等の引継ぎ

調査課所管法人に係る届出書等については、所要の処理を了した後、「届出書等引継簿」の写し

を作成し、局調査課送付分 (1部又は2部）の届出書等に「届出書等引継簿」の写しを添付して局

調査課へ送付する。

2 承認の取消し処理

対象署調査担当者又は局担当課から取消しの連絡があった場合には、その連絡に基づき、以下の処

理に準じて処理するc

(1) 取消決議等

イ 所得税、法人税、消費税及び源泉所得税

対象署において、取消決議書及び取消通知書の作成を行ったのち、センターに取消決議書及び
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取消通知書が送付されるため、センターにおいては下記(2)以降の処理を行う。

ロ 間接諸税関係

署所管製造場等に係るものについては、センターにおいて取消決議書及び取消通知書を作成す

るため、局消費税課の指示により取消決議書及び取消通知書の作成を行う。

局所管製造場等に係る取消しについては、局消費税課から、取消通知書が送付されるため、局

消費税課の指示により、 (3)以降の処理を行う。

(2) 取消事績入力

イ 所得税（源泉所得税を除く。）及び消費税（個人）

取消の処理に係る事績については、 KSK「申請書等情報異動入力」により所要の入力を行う。

ロ 法人税、源泉所得税及び間接諸税

回付を受けた取消決議書に基づき、該当する申請事績についてKSK「電子帳簿保存入力」に

より取消事績を入力する。この際、間接諸税に関する取消事績は、法人についてのみ入力する。

なお、一部取消又は全部取消の判定に当たっては、それぞれの申請書単位で行う。

この場合、一部取消を複数回行ったことにより当該申請書に係る全ての帳薄書類が承認状態で

なくなるときは、最終の一部取消の入力は、「全部取消」として入力する。

(3) 取消通知書の発送等

取消事績を整理簿等に記載するとともに、取消通知書をその対象となる保存義務者宛発送する。

(4) 取消決議書の編てつ等

1(6)「届出書等の編てつ・弓l継ぎ」に準じて取消決議書の編てつ等を行う。
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一般事務整理簿（電子帳簿保存）

（承認•取消•取りやめ・変更・過去届出）

[00署I ［管理グループ：納税者管理グループ】

溢
蕊
裳
渇
1

（整理番号）

番

号 法人名
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等日ず云ヒ
年月日

届 出 書 等

の種類
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申請等税目・所管区分等

税 目 所管 ！便宜提出
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年月日
備 考
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届
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有
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一般事務薩理薄（電子帳簿保存）〔法人課税部門用〕の記載要領

1 使用目的等

(1) 使用目的

この整理簿は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に

関する次の①から④の申請書及び届出書（以下「届出書等」という。）の国税局法人課税課、調査課及

び他センターヘの送付（便宜提出された届出書等の送付も含む。）並びに届出書等に係る処理の既未済

等の整理をするために使用する。

① 国税関保蝶簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存の承認申請書

② 国税関係鋲簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 国税関係鞣簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

④ 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

(2) 記載に当たっての留意事項

この整理簿の記載に当たっては、次の事項に留意する。

イ 原則として、保存義務者ごとに、かつ、届出書等の種類ごとに 1件として記載する。

ロ 自センター対象署（以下「自署」という。）宛の届出書等と同時に他署宛の申請書等（便宜提出

による申請書等をいう。 1(2)において同じ。）が提出された場合には、自署宛の届出書等と合わせて

1件として記載する。

ノ、他署宛の届出書等のみが提出された場合には、その届出書等のいずれかーの申請書等に基づき、イ

及び口に準じて記載する。

2 各欄の記入方法

各襴は、次により記入する。

(1) 「番号」欄には、記入の順に番号を付する。

(2) 「（整理番号）」及び「法人名等」の各欄には、届出者（保存義務者）の整理番号及び法人名等を記入

する。

(3) 「受理年月日」欄には、届出書等の収受日付印の日付を記入する。

（沿 他署を経由して提出された届出書等については、当該他署で押印した収受日付印の日付を記入する。

(4) 「みなし承認年月日」欄には、当該申請について承認又は却下の通知をしなかった場合にみなし承認

となる日付を記入する。

(5) 「届出書等の種類」欄は、届出書等の種類に応じて、該当する文字を0で囲む。

① 「中途」……国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の竜子計算機出カマイクロフィルムによる保存の

承認申請書

② 「取りやめ」…•••国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 「変更」…•••国税関係帳簿書類の電磁h宣録等による保存等の変更の届出書

④ r過去」……国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

(6) 「適用条項」欄は、 2(5ゆの申請書の場合に、「5条3項」の文字を0で囲む。

(7) 「税目」欄は、届出書等（他署宛の届出書等を除く。）の国税関係帳簿書類の種類に記載されている

税目に該当する文字を（該当する文字がない場合は、該当する文字を記入した上、当該文字を） 0で囲

む。
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I8) 「所管」欄は、当該税目に係る調査及び検査の所掌部署に該当する文字を0で囲む。

(9) 「便宜提出J欄は、他署宛の届出書等の提出の有無について該当する税目の「有」又は「無」の文字

を0で囲む。

叫 「送付年月 H」欄には、届出書等を局法人課税課、局9．紅皐又は他センターに送付した年月日を記入

する。

u" 「処理区分」及び「処理年月 H」の各欄には、法人税、消費税及び源泉所得税に係る国税関杯帳客書

類について、通知書の発送を伴う承認、却下又は取消しの処理を行った場合に、該当する文字を0で囲

むとともに処理年月日を記入する。

⑫ 「備考」欄には、次の事項を記入する。

イ 1(1ゆから④の届出書等について記載する場合には、当初の承認年月日又は基準日を記入する。

ロ 申請書に記載された国税関保帳窓書類の一部について、承認、却下又は取消しの処理を行った場合

には、その旨を「一部承認J、「一部却下」又は「＿部取消」のように記入する。

ノ、 他センターから自署を所轄税務暑とする便宜提出申請書等の送付を受けた場合には、その事

績及びその年月日を記載する。

⑬ 「対象署への引継ぎ」欄には、納税者との対面による接触を要する場合など、事案を対象署に

引き継いだ場合に引継先の部門及び引維日を記載する。（センター提要事務手続編第6編第 1章

4 《対象署への事案の引継ぎに当たっての留意事項》参照）。

なお、センターにおける処理を了した届出書等を対象署へ引き継いだ場合は記載を要しない。

8
 



100署］ （ 税）

電子帳痺保存整理簿（間接諸税用）

（承認•取消し•取りやめ・変更・過去届出）

一儲人事業用 （管理グループ：納税者管理グループ1

番
号

温 5)
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踪
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【00署）

電子帳緯保存整理簿（間接諸税用）

（承認•取消し•取りやめ・変更・過去届出）

一法人用一
置謳弓）

受年月 理日 辿関係r叫先ilとm.の

ロ
法 人 名

届の種出書類等 闘 処理年 対
適用条項 届出等の態様・所管区分 ユ込」

月 日
備考 弓膳ぎ

みな年月し匹日8 
8迫辿4 』 に討年月日）
と直幽

（ ） 
圃1口細ぬ工・屁’’id'i系岬-預 ( 税） ・・署暑囃暉・・叫叫晶細古叫Iと旨

暉 中 途

闘他税目同時申請：所 管：他税目に係る処理
5条3項 ''  

変過取りやめ更去
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電子帳簿保存整理簿（間按1・ 税用）の記載要領

1 使用目的等

Ill 使用目的

この整理簿は、間接諸税（たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石

炭税、印紙税、電源開発促進税及び国際観光旅客税をいう。以下同じ。）に関する電子計算機を使用し

て作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に係る次の①から④の申請書及び届出

書（以下「届出書等」という。）の国税局、他センター又は税関への送付（｛醇宜提出された届出書等の

送付も含む。）並びに届出書等に係る処理の既未済等の整理をするために使用する。

① 国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存の承認申請書

② 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 国税関保鋲忠書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

④ 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

(21 記載に当たっての留意事項

この整理簿の記載に当たっては、次の事項に留意する。

イ 税目の異なるごとに別葉とし、かつ、個人事業者(JjiJ紙様式2-1)又は法人(Jjlj紙様式2-2)

の別に記載する。

ロ 原則として、保存義務者ごとに、かつ、届出書等の種類ごとに 1件として記載する。

ハ 自センター対象署（以下「自署」という。）宛の届出書等と同時に他暑の届出書等（便宜提出

による届出書等をいう。 1(2)において同じ。）が提出された場合には、自署宛の届出書等と合わ

せて 1件として記載する。

この場合、便宜提出された届出書等の宛先を備考欄等に記載する。

二 他局署宛の届出書等のみが提出された場合には、その届出書等のいずれか一の届出書等に基づき、

イないしハに準じて記載する。

2 各欄の記入方法

各欄は、次により記入する。

(1) 「番号」欄には、記入の順に番号を付する。

(2) 「（整理番号）」及び「個人事業者名」又は「法人名」の各欄には、届出者（保存義務者）の整理

番号及び個人事業者名又は法人名を記入する。

(3) 「受理年月日」欄には、届出書等の収受日付印の日付を記入する。

1111 他署を経由して提出された届出書等については、当該他署で押印した収受日付印の日付を記入

し、上記と同様に記入する。

(4) 「みなし承認年月日」欄には、当該申請について承認又は却下の通知をしなかった場合にみなし承

認となる日付を記入する。

(5) 「届出書等の種類」禰は、届出書等の種類に応じて、該当する文字を0で囲む。

① 「中途」……国税関係頼簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存

の承認申請書

② 「取りやめ」..…•国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 「変更」••…•国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

11 



④ 鴻去」．．…•国税関係目類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

(6) 「適用条項」欄は、 2(5紅）の申請書の場合に、「5条3項」の文字を0で囲む。

(7) 「届出等の態様・所管区分」欄は、届出等に係る態様別に該当する項目に0を付し、又は括弧内に

税目を記入する。

(8) 「関係先との連絡事項等」欄は、局署又は税関等の関係先に対する連絡事績あるいは届出書等の送

付事績等について、日付、相手方及び内容等を簡記する。

(9) 「処理区分」及び「処理年月日」の各禰には、各税目に係る国税関保帳簿書類について、通知書の

発送を伴う承認、却下又は取消しの処理を行った場合に、該当する文字を0で囲むとともに処理年月

日を記入する。

U0 「備考」欄には、次の事項を記入する。

イ 1(1ゆから④の届出書等について記載する場合には、当初の承認年月日又は基準日を記入する。

ロ ．申請書に記載された国税関保鋲簿書類の一部について、承認、却下又は取消しの処理を行った場

合には、その旨を「一部承認」、「一部却下」又は「一部取消」のように記入する。

ハ 他センターから自署を所轄税務署とする便宜提出申請書等の送付を受けた場合には、その

事績及びその年月日を記載する。

u~ 「対象署への引継ぎ」欄には、納税者との対面による接触を要するなど、事案を対象署に引

き継いだ場合に引継先の部門及び弓l継日を記載する。（センター提要事務手続編第6編第 1章

4 《対象署への事案の引絹ぎに当たっての留意事項》参照）。

なお、センターにおける処理を了した届出書等を対象署へ引き継いだ場合は記載を要しない。

12 



一般事務整理簿（電子帳簿保存）

（承認•取消•取りやめ・変更・過去届出）

【00署I ［管理グループ：納税者管理グループ］

溢
捧
溢
舛
3

（整理番号） 受理年月 9 申請等税目・所管区分等 I 対象署への
届出書等適用 処理

番号 申 請 者 名 砕頃認年月日 の種類 条項 ！ l ： 送付処理区分 年月日 備 考 引継ぎ
税 目 所管 便宜提出年月日 1回1寸年月日）

（ ） ｀ ；；； 得 税 署・局（資料調査課） ； ．． みなし承認

; 
消費税 承認・・

・・ 中途
5条3項 酒（ 税税） i！ 有有・・無無 一.＿.＿・ 一ー一却］こ＿＿．．．．．．．．．．．

窟
取りやめ （ 税） 有・無 ー取りやめ .. 

・・ 変更 （ 税） ：有 .． .. •佃ヽヽヽ 取消 ： 
温去 （ mヽ ＇ ： 右

（ ） 所 得税 署・局（資料調査課） .. みなし承認

は 消費 税税 ！ 承 認 ・・
・・ 中途

酒 i 有・無 ．． ----穂下--------------
5条3項 （ 税） 有・無 , -

取りやめ （ 税） ： ： 有・無 ：一 取りやめ

．． 魯変更 （ （ 税エ）ヽ ： ：有・無：一 取消
過去 ：： ．：士．無．： 

（ ） 所 得 税i署・局（資料調査課） i .. みなし承偲
．． 請申中途 」也墨＿＿塾＿ 承認 ・・

5条3項 酒（ 税税） i！ 有有・・無無 i！ 一• • 〇`←却．主 ....……• 

盟
取りやめ （ 税） 有・無 ー取 り や め .. 

・・ 変渦去更 （I 税•以）ヽ ！i 有-・.無鉦 ー 取消

（ ） 所得税 署・局（資料調査課） ・・ みなし承認

儡 消一
費 税，： 承 認 ・・

・・ 中途 — 
酒 税! ! 有・無 ．． ー一＿ぎU:..............

5条3項（税），有・無

窟
取りやめ （ 税） ： l 有・無 ー取 り や め ．． 

・・ 変更 （ 税） ： 有・無 ー取消
ヱ去 （ がヽ *・鉦
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一般事桧・掻理薄（電子帳簿保存） （個人課税部門用）の記載要領

1 使用目的等

11) 使用目的

この整理簿は、電子計算機を使用して作成する国税関係鞣簿書類の保存方法等の特例に関する法律に

関する次の①から④の申請書及び届出書（以下「届出書等」という。）の国税局及び他センターヘの送

付並びに申請書等に係る処理の既未済等の整理をするために使用する。

① 国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存の承認申請書

② 国税関係帳簿書類の亀磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

④ 国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

{2) 記載に当たっての留意事項

この整理簿の記載に当たっては、次の事項に留意する。

イ 原則として、保存義務者ごとに、かつ、届出書等の種類ごとに 1件として記載する。

ロ 自センター対象署（以下「自署」という。）宛の届出書等と同時に他署宛の届出書等（便宜提出

による届出書等をいう。 1(2)において同じ。）が提出された場合には、自署宛の申請書等と合わせて

1件として記載する。

ノ、 他署宛の届出書等のみが提出された場合には、その届出書等のいずれか一の届出書等に基づき、イ

及び口に準じて記載する。

2 各欄の記入方法

各欄は、次により記入する。

Ill 「番号」欄には、記入の順に番号を付する。

(2) 「（整理番号）」及び「届出者名」の各欄には、届出者（保存義務者）の整理番号及び氏名等を記入す

る。

(3) 「受理年月日」欄には、届出書等の収受日付印の日付を記入するとともに、管理運営部門から回付を

受けた年月日を括弧書きする。

1沿 他センターを経由して提出された届出書等については、当該他センターで押印した収受日付印の日

付を記入する。

(4) 「みなし承認年月日J欄には、当該申請について承認又は却下の通知をしなかった場合にみなし承認

となる日付を記入する。

(5) 「申請書等の種類」欄は、届出書等の種類に応じて、該当する文字を0で囲む。

① 「中途」……国税関ほ忙簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出カマイクロフィルムによる保存の

承認申請書

② 「取りやめ」…•••国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

③ 「変更」……国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

④ 「過去J……国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書（過去分重要書類）

(6) 「適用条項」欄は、 2(5ゆの申請書の場合に、「5条3項」の文字を0で囲む。

(7) 「税目」欄は、届出書等（他署宛の届出書等を除く。）の国税関F煉尉簿書類の種類に記載されている
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税目に該当する文字を（該当する文字がない場合は、該当する文字を記入した上、当該文字を） 0で囲

む。

(8) 「所管J欄は、当該税目に係る調査及び検牽の所掌部署に該当する文字を0で囲む。

(9) 「便宜提出」欄は、他署宛の届出書等の提出の有無について該当する税目の「有」又は「無」の文字

を0で囲む。

叫 「送付年月日」襴には、届出書等を局又は他センターに送付した年月日を記入する。

(Iり 「処理区分」及び「処理年月日」の各欄には、所得税及び消費税に係る国税関係帳簿書類について、

通知書の発送を伴う承認、却下又は取消しの処理を行った場合に、該当する文字を0で囲むとともに処

理年月日を記入する。

11m 「備考」欄には、次の事項を記入する。

イ 1(1ゆから④の届出書等について記載する場合には、当初の承認年月日又は基準日を記入する。

ロ 申請書に記載された国税関係揉簿書類の一部について、承認、却下又は取消しの処理を行った場合

には、その旨を「＿部承認」、「一部却下」又は「一部取消」のように記入する。

ハ 他センターから自署を所轄税務署とする便宜提出申請書等の送付を受けた場合には、その事績

及びその年月日を記載する。

U別 「対象署への引継ぎ」襴には、納税者との対面による接触を要するなど、事案を対象署に引き

継いだ場合に引継先の部門及び引継日を記載する。（センター提要事務手続編第6編第 1章4《対

象署への事案の引継ぎに当たっての留意事項》参照）。

なお、センターにおける処理を了した申請書を対象署へ引き継いだ場合は、記載を要しない。
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